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概要 

魚種の特徴 

〔分類・形態〕 

 スズキ目、サバ亜目、サバ科に属し、学名は Scomberomorus niphonius。体は細長くて側偏

する。体色は、金属光沢をもち、背面は淡灰青色、腹面は銀白色。強く小刀状の歯をもつ。

鰾をもたない。 

〔分布〕 

 東シナ海から黄海、渤海、さらに北海道以南の日本海及び瀬戸内海を中心とした太平洋沿

岸域に分布する。評価対象の東シナ海系群は、東シナ海から日本海に分布する。 

〔生態〕 

 日本海沿岸で漁獲されたサワラの尾叉長組成から判断すると、満1歳で尾叉長45cm前後、

満 2 歳で 65cm前後に成長する。成長には雌雄差があり、2 歳以上において雌は雄に比べ成長

が早い。寿命は、6歳程度と推定される。雌雄ともに 1歳魚の一部が成熟を開始し、2歳魚以

上では大部分が成熟する。東シナ海、黄海のサワラの産卵期は 3～6 月である。 

〔漁業〕 

 まき網、定置網、ひき縄等の釣り漁業によって漁獲される。東シナ海では主に大中型まき

網漁業、日本海では大型定置網漁業によって漁獲される。 

〔利用〕 

 漁獲量が少なく、美味で高価である。刺身、照焼、塩焼等にする。 

 

資源の状態 

 サワラ東シナ海系群の生物学的、生態学的情報は十分ではないが利用可能である。漁獲量

と漁業実態のデータは一部について長期間利用可能である。水揚物の生物調査は一部につい

て行われている。資源評価方法は日韓の漁獲量、及び東シナ海の大中型まき網と日本海大型

定置網の単位努力量当たり漁獲量(CPUE)に基づいてなされている。資源評価結果は公開の会

議で外部有識者を交えて協議され毎年公表されている。資源の水準・動向は高位、横ばいで

あるため、現状の漁獲圧が資源の持続的生産に与える影響や資源枯渇リスクは低いと考えら

れる。漁業管理方策は策定されていないため、評価結果、及び予防的措置は資源管理に反映

されていない。資源は環境変化に影響を受けていると考えられるが、資源評価には考慮され

ていない。外国による漁獲の影響は、韓国についてのみ考慮されている。 
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海洋環境と生態系への配慮 

 日本海西部においてサワラを漁獲する漁業による生態系への影響の把握に必要となる情報、

モニタリングの有無について、当該海域はマアジ、ブリ等の重要な漁業対象種の生育、索餌

海域に当たり、分布域と水温の関係等に関する研究例は豊富であり、サワラについても 2000

年以降情報が蓄積されている。当該海域では海洋環境及び漁業資源に関する調査が水産研

究・教育機構の調査船、府県の調査船等によって毎年実施されている。行政機関により府県

別・漁業種類別・魚種別漁獲量等は調査され公表されているが、混獲や漁獲物組成に関する

情報は十分得られていない。 

 評価対象種を漁獲する漁業による他魚種への影響について、定置網の混獲利用種であるマ

イワシ、ブリ、マアジについては資源はいずれも懸念される状態になかった。評価対象とな

る混獲非利用種はないと考えられた。対象海域に分布する希少種のうち、アカウミガメに中

程度の影響リスクが認められたが全体としては低いと考えられた。 

 食物網を通じたサワラ漁獲の間接影響については、日本海におけるサワラの捕食者は知ら

れていない。サワラの餌生物は主にカタクチイワシ、マアジとされるが、カタクチイワシの

資源状態は懸念される状態であった。競争者としては魚食性のブリ、クロマグロが存在する

が、クロマグロは日本海西部での漁獲は安定しているものの系群全体での資源状態が懸念さ

れる状態であった。 

 漁業による生態系全体への影響については、多くの魚種で漁獲量の減少が認められ、スル

メイカやさめ類等の減少に加え、近年のマイワシの漁獲量増加が漁獲物平均栄養段階(MTLc)

の低下に寄与していると考えられた。水質への影響については、対象漁業からの排出物は適

切に管理されており、影響は認められないと判断された。定置網による大気環境への影響に

ついては、ほとんどないと判断した。 

 

漁業の管理 

サワラは、定置漁業では評価対象各府県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画にお

いて、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう規定されてきた。改正漁業法下の資源

管理方針においても、特定水産資源の漁獲可能量による管理以外の手法として漁獲努力量に

よる管理を合わせて行うこととされ、実質当該魚種に係る努力量管理ともなっている。各府

県の資源管理指針においても、自主的措置として休漁が取り組まれてきた。本系群の資源状

態は良好であることからインプット・コントロールは適切に働いていると考えられる。テク

ニカル・コントロールについても、関係府県の資源管理指針で各種の方策が規定され取り組

まれている。海底環境に与える影響は無視でき、ほかの生態系への直接影響も知られていな

い。漁業者の手により海浜清掃、森づくり、藻場保全等が活発に実施されている。生息域全
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体をカバーするサワラの国際的な資源管理体制はないが、我が国に関しては本系群の資源管

理は日本海・九州西広域漁業調整委員会が所掌しており生息域をカバーする管理体制が確立

している。府県の取締当局が監視業務にあたっており、水揚げ港、市場での漁協職員や関係

漁業者等による監視も十分可能である。各府県漁業調整規則、海区漁業調整委員会指示違反

等については漁業法により懲役や罰金または拘留や科料に処せられ、罰則規定としては十分

に有効と考えられる。適用についてみると、定置漁業権は 5 年ごとに更新されるが、免許更

新の際には各府県の海区漁業調整委員会に内容が諮られる。管理施策の結果を見て次の取り

組みを決める順応的管理のシステムが構築されている。 

定置網漁業者は明確に特定され、ほとんどが各府県の定置漁業協会に属し地元の漁業協同

組合にも所属し、組織化がなされている。上部組織である日本定置漁業協会は水産資源の管

理の強化等を指導しており、日本海定置漁業連絡協議会における決議等により漁業者組織が

管理に影響力を有していると考えられる。各府県漁業協同組合、漁業協同組合連合会は販売、

購買、サワラのブランド化、加工など、個別の漁業者では実施が困難な経営上の活動を行い

水産資源の価値向上に務め、収益性改善の実証事業、抜本的構造改革事業にも取り組んでい

る。自主的管理への取り組みとして漁協内、及び定置漁業協会での会合参加が必要であり、

参画を評価できる。公的管理へも漁業協同組合役員等が参画している。各府県には漁業者に

加え遊漁者、海洋性レクリエーション代表が参画する海面利用協議会が設置されており、漁

業と海洋性レクリエーションとの海面利用や海面における漁業と遊漁との調整に関する事項

の調査検討をしている。資源管理指針に基づく各府県の資源管理計画における意思決定につ

いてみると、漁業者及び関係団体が指針で定められた資源管理協議会において評価・検証、

目標や管理措置の内容の見直しに参画できておらず、PDCA サイクルを回す本来の趣旨に沿

っていないのではないかと危惧される。 

 

地域の持続性 

 本系群は、大型定置網(石川県、福井県、京都府、島根県)で大部分が獲られている。漁業

収入はやや高位で推移し、収益率のトレンドは中程度で、漁業関係資産のトレンドは低かっ

た。経営の安定性については、収入の安定性、漁獲量の安定性ともに中程度であった。漁業

者組織の財政状況は高かった。操業の安全性は高かった。地域雇用への貢献は高い。労働条

件の公平性については、漁業及び加工業で特段の問題はなかった。買受人は各市場とも取扱

数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いてい

る。取引の公平性は確保されている。卸売市場整備計画等により衛生管理が徹底されており、 

仕向けは中・高級食材である。先進技術導入と普及指導活動は概ね行われており、物流シス

テムは整っていた。水産業関係者の所得水準はやや高い。地域ごとに特色ある漁具漁法が残
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されており、伝統的な加工技術や料理法がある。 

 

健康と安全・安心 

 サワラには、視覚障害の予防に効果があるビタミン A、細胞内の物質代謝に関与している

ビタミン B2、体内の酸化還元酵素の補酵素として働くナイアシン、血圧を下げる効果を有

するカルシウム等さまざまな栄養機能成分が含まれている。脂質には、血栓予防等の効果を

有する EPA や脳の発達促進や認知症予防等の効果を有する DHA が含まれている。また、魚

介類のなかでもタンパク質含量の多い魚である。旬は秋から冬である。利用に際しての留意

点は、ヒスタミン中毒防止と生食によるアニサキス感染防止である。ヒスタミン中毒は、筋

肉中に多く含まれるヒスチジンが、細菌により分解、生成したヒスタミンによるものである

ため低温管理が重要である。アニサキスは、魚の死後時間経過にともない内臓から筋肉へ移

動するため、生食には新鮮な魚を用いること、内臓の生食はしない、冷凍・解凍したものを

刺身にする等で防止する。 
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1．資源の状態 

概要 
対象種の資源生物研究・モニタリング(1.1) 

 サワラ東シナ海系群の分布と回遊は、成魚について漁獲位置や標識放流結果に基づいて報

告があるが、仔稚魚や未成魚の分布には未解明な点も多い。成長や成熟に関する生物学的特

徴は断片的にあるが、東シナ海と日本海を統合した情報はない(1.1.1 3.3 点)。漁獲量の把握

に関しては、さわら類の大半がサワラであると仮定し、その漁業実態は一部について長期間

利用可能である。水揚物の生物調査は一部について把握されている(1.1.2 2.8 点)。資源評価

方法は日韓の漁獲量、及び東シナ海大中型まき網、日本海大型定置網の単位努力量当たり漁

獲量(CPUE)の経年変化に基づいてなされている。資源評価結果は公開の会議で外部有識者を

交えて協議され毎年公表されている(1.1.3 4 点)。 

資源の水準・動向(1.2) 

 過去 35 年間(1984～2018 年)の日本と韓国の合計漁獲量の推移から資源水準は高位、 近 5

年間(2014～2018 年)における資源量指標値の推移から資源動向は横ばいと判断した(1.2.1 5

点)。 

漁業の影響(1.3) 

 資源の水準・動向は高位・横ばいであるため、現状の漁獲圧が資源の持続的生産に与える

影響や資源枯渇リスクは低いと考えられる(1.3.1 4 点、1.3.2 4 点)。漁業管理方策は策定さ

れていないため、評価結果、及び予防的措置は資源管理に反映されていない。資源は環境変

化に影響を受けていると考えられるが、資源評価において環境の影響は考慮されていない。

外国による漁獲の影響は、韓国についてのみ考慮されている(1.3.3 2.2 点)。 

 

評価範囲 
① 評価対象魚種の漁業と海域 

 「我が国周辺水域の漁業資源評価」(田邊ほか 2020)によれば、2018 年における東シナ海と

日本海におけるサワラの漁獲量は 11,382 トンであるが、このうち大型定置網による漁獲が主

体となる日本海における漁獲量は 9,315 トンと、82%を占めた。対象海域は本系群の分布域

である東シナ海区、日本海西区、日本海北区とする。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 

 漁獲統計は農林水産省により毎年集計され漁業養殖業生産統計年報として公表されている。 
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③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 

 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の一環として、水産研究・教育機構(以

下、水産機構)が府県の水産試験研究機関等と共同して実施した調査結果をもとに資源評価

が実施され、その結果の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として印刷・公表されて

いる。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 

 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集する。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 

 評価対象魚種について行われている、生理・生態研究に関する論文・報告書を収集する。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング・評価手法 

1.1.1 生物学的情報の把握 

 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など、対象魚種の生物に関する基本的

情報が不可欠である(田中 1998)。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価するために必要な、

生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4 項目について評価す

る。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿命、③成熟と産卵の各項目と

する。種苗放流を実施している魚種については、④種苗放流に必要な基礎情報も対象とする。

個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 

 本系群の分布域は、東シナ海から黄海、渤海、さらに北海道以南の日本海に及ぶ。サワラ

成魚群は、福建省沿岸で 3〜4 月に産卵し、その後、舟山諸島から揚子江河口に達した後、2

群に分かれて北上し、ひとつは海洋島へ、もうひとつは渤海湾から遼東半島へ回遊する(孟

ほか 2001)。東シナ海における仔稚魚の分布に関する情報はない。未成魚群は、10 月以降、

水温の低下にともない、渤海、黄海から南下し、12 月には東シナ海北・中部の越冬場に達す

る。1998 年以降における日本海の水温の上昇にともないサワラの分布範囲が日本海へと拡大

したと考えられる(為石ほか 2005, 上田・的場 2009)。近年における標識放流試験結果から、

日本海に分布するサワラは、0～1 歳の間日本海に留まり、その分布を日本海北部にまで拡げ

るが、2 歳には南下して産卵場である東シナ海まで回遊すると考えられる(戸嶋ほか 2013)。

東シナ海における仔稚魚及び日本海における未成魚の分布に関する情報が不足していること

から、3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

生活史の一部

のステージに

おいて、把握

され、十分で

はないが、い

くつかの情報

が利用できる 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 

 成長は、性別や海域によって異なる。2 歳以上において、雌の成長は雄よりも速い(濱崎 

1993)。東シナ海及び黄海において、満 1 歳の雌の尾叉長は、36cm 前後、満 2 歳で 52cm前後

に成長するが(濱崎 1993)、日本海沿岸では、満 1 歳で尾叉長 45cm 前後、満 2 歳で 65cm 前後

に成長しており(井上ほか 2007)、濱崎(1993)で示された 1980 年代と比べて成長が早いか、海

域により成長が異なる可能性がある。寿命は、6 歳程度と推定される(濱崎 1993)。以上より、
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3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用でき

る情報は

ない 

対象海域以外な

ど十分ではない

が、いくつかの

情報が利用でき

る 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な 低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.3 成熟と産卵 

 雌雄ともに 1 歳魚の一部が成熟を開始し、2 歳魚以上では大部分が成熟する。東シナ海、

黄海のサワラの産卵期は 3～6 月である(濱崎 1993, 孟ほか 2001)。東シナ海において、サワラ

の産卵場は、福建省沿岸(3～4 月)、黄海沿岸(5 月中旬～6 月上旬)、及び渤海湾から遼東湾(5

月下旬～6 月上旬)に形成される。京都府沿岸では、雄で尾叉長 40cm 以上、雌で尾叉長 60cm

以上、雌雄ともに 4～6月に、熟度の高い個体が見られるが(井上ほか 2007)、日本海において

産卵可能な状態にまで成熟した個体はわずかであったことから、日本海において再生産する

可能性は低いと考えられる(藤原ほか 2013)。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な 低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 

 当該海域では、本系群の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

把握され

ていない 

データはあ

るが分析さ

れていない 

適正放流数、放流適

地、放流サイズ等の利

用できる情報があり分

析が進められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放流適

地、放流サイズは調

査・研究によって把

握されている 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 

 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並びに資

源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制としての項

目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6 項目において資源評価の実施に必要な情報が整

備されているかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②漁獲量の把握、③漁
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獲実態調査、④水揚物の生物調査、である。種苗放流を実施している魚種については、⑤種

苗放流実績の把握、⑥天然魚と人工種苗の識別状況、についても対象とする。個別に採点し

た結果を単純平均して総合得点を算出する。ここでいう期間の長短とは、動向判断に必要な

5 年間または、3 世代時間(IUCN 2019)を目安とする。 

1.1.2.1 科学的調査 

 本系群に関する科学的調査は実施されていない。以上より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 

 本系群の日本の漁獲量は、1984 年から把握されている(田邊ほか 2020)。我が国における合

計漁獲量は、1984～1991年には東シナ海において 2万トン前後で推移していたが、1992年以

降に減少して 1万トンを下回る年が続き、1997年には 822トンにまで落ち込んだ(図 1.1.2.2)。

1998 年以降、日本海における漁獲量が増加し、2000 年代には 5 千～14 千トンの範囲で推移

し、2018 年は 11,382 トンであった。日本海における漁獲量が全体に占める割合は、1990 年

代後半から増加し、2003 年以降は 60%以上を維持しており、2018 年には 82%に達した。韓

国が漁獲するサワラの漁獲量は、1992～1997年は低い値で推移したが、1998年以降増加傾向

に転じ、2007 年には 42,199 トンと過去 高を記録した。その後、3 万～4 万トンの水準で推

移し、2018 年は 32,089 トンであった。以上より 4 点を配点する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図1.1.2.2 海

域別、国別漁

獲量の推移 
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1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は

不明であ

る 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が短

期間把握でき

ている 

総漁獲量が長

期間把握でき

ている 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 

 東シナ海・日本海西部で操業する大中型まき網の網数は、1980 年代後半に過去 多となっ

たが、1990 年以降に減少し、2017 年には 5 千網まで減少した(図 1.1.2.3)。近年、日本海に拡

大した本種の資源状況を把握するために、大型定置網による CPUE を資源量指標値算出の根

拠に加えた(髙橋・依田 2017)。日本海における大型定置網の経営体数は、1994 年以後徐々に

減少しつつあるが、比較的安定している(田邊ほか 2020)。以上より 4 点を配点する。 

図1.1.2.3 努力量の推移(左: 東シナ海の大中型まき網の網数, 右: 日本海(富山県､石川県､福井県､京都

府)の大型定置網漁労体数(統)) 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.4 水揚物の生物調査 

 対象海域の一部の主要な市場において、月別体長組成データの収集のための調査が、府県、

水産機構によって実施されている(田邊ほか 2020)。以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 
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1.1.2.5 種苗放流実績の把握 

 当該海域では、本種の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流実績

等の記録

はほとん

どない 

. 一部の項目、地

域、時期について

は、放流実績等が

記録されていない 

親魚の由来、親魚

数、放流数、放流サ

イズ、放流場所の大

部分は継続的に記録

されている 

対象資源について、親魚の

由来、親魚数、放流数、放

流サイズ、放流場所が全て

把握され継続的に記録され

ている 

 

1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 

 当該海域では、本種の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

天然魚と放流魚の識別

が出来ない状態である 

. 標識等により人工種苗

と天然種苗の識別が可

能である 

. 標識等により人工種苗の放流

履歴(年､場所等)まで把握可能

である 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 

 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握し、ま

た、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析することであり、

資源(漁業)管理のための情報として非常に重要である(松宮 1996)。資源評価方法、資源評価

結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

1.1.3.1 資源評価の方法 

 資源水準は過去 35年間(1984～2018年)の日本と韓国の合計漁獲量の推移から判断した。動

向は東シナ海の大中型まき網と日本海の大型定置網のCPUEを用い、総合的に判断した(田邊

ほか 2020)。以上より評価手法②により判定し、3 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

努力量情報を加える

など詳細に解析した

現存量推定の経年変

化により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

漁獲量全体の経

年変化から評価

または、限定的

な情報に基づく

. . 
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に基づく評価 評価 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

されている 

分布域全体での調

査に基づき資源評

価が実施されてい

る 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 

 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の参画機関である、水産機構及び都道府

県の水産試験研究機関等には解析及びデータを資源評価検討の場であるブロック資源評価会

議前に公開している。報告書作成過程では、複数の有識者による助言協力を仰ぎ、有識者の

意見にそった修正がブロックの資源評価会議でなされる。本系群は 8 月下旬に開催される瀬

戸内海ブロック資源評価会議でその資源評価案が議論される。資源評価への関心が高まって

いることを踏まえ、本会議は公開し一般傍聴を受け付けている。評価結果については、資源

評価の翌年度までにデータを含め、水産庁のホームページにて公開している。データや検討

の場が公開されており、資源評価手法並びに結果については複数の有識者による外部査読が

行われていることから、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の場

が非公開であり、

報告書等の査読も

行われていない 

. データや検討の場が条件付

き公開であり、資源評価手

法並びに結果については内

部査読が行われている 

. データや検討の場が公開

されており、資源評価手

法並びに結果については

外部査読が行われている 

 

1.1.4 種苗放流効果 

 当該海域では、本種の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 

 資源の水準は、過去 35年間(1984～2018年)における日本と韓国の漁獲量の 小値と 大値

の間を 3等分し、25千トンを低位と中位、40千トンを中位と高位を区分する基準値として判

断した(図 1.2.1)。2018年における日本と韓国の合計漁獲量は 43,471トンであったことから、

資源水準は高位と判断した。資源量指標値は、2014 年から 2015 年にかけて大幅な減少を示

したが、 近 5 年間(2014～2018 年)における資源動向は横ばいと判断した(図 1.2.1)。以上よ

り評価手法②により判定し、5 点を配点する。 
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図1.2.1 
資源水

準と資

源動向 
 
評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 限界管理基準値

以下 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・減少 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・横ばい 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・増加 

目標管理基準値

以上 

② 低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 

 過去 5 年(2014～2018 年)の漁獲量は、5 回のうち 4 回 ABClimit を下回っていることから、

評価手法③により判定し、4 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsy または 
SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

② Bcur ≦ Blimit 
Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 
Fcur ＞ Flimit または 
Bcur ≦ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

③ Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

④ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

⑤ 不明、判定不能 . . . . 

 



 
 

14

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 

 本種については、現状漁獲圧での資源枯渇リスクを評価していないが、本種に対する希少

性評価結果から 3 世代時間は 9 年となり、10 年以内の絶滅確率は 1.12×10-17 である(水産庁 

2017)。現状の漁獲圧において資源が枯渇するリスクは極めて低いと考えられる。評価手法

③により判定し、4 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②③ 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 

 資源評価は、それ自体が 終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報を増大

させる一環として位置づけられる(松宮 1996)。漁業管理方策策定における資源評価結果の反

映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 

 評価の結果を受けて ABC は設定されるが、その値が漁業管理方策には反映されていない。

以上より 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲制御

規則はな

い 

漁獲制御規則があ

るが、漁業管理に

は反映されていな

い 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 

 我が国の資源管理のための漁業管理規則(harvest control rule)では、管理基準設定に際し不

確実性を考慮した管理基準が設定されているが、施策には反映されていない。以上より 2 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置が

考慮されてい

ない 

予防的措置は考慮され

ているが、漁業管理に

は反映されていない 

. 予防的措置は考慮さ

れており、その一部

は漁業管理に十反映

されている 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 



 
 

15

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 

 本系群の漁獲中心が東シナ海から日本海に移動した理由は、日本海における水温の上昇が

関係していると考えられているが(為石ほか 2005, 上田･的場 2009)、評価には反映されていな

いため(田邊ほか 2020)、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影

響について

は、調べられ

ていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影響

が把握され、一

応考慮されてい

る 

環境変化の影響

が把握され、十

分に考慮されて

いる 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 

 漁業管理方策は策定されていないため、1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者の意見

は全く取り入れられていない、

または、資源評価結果は漁業管

理へ反映されていない 

. 内部関係者の検

討により、策定

されている 

外部専門家を

含めた検討の

場がある 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 

 本系群は、中国や韓国においても漁獲の対象となる。ただし、資源評価においては韓国に

よる漁獲は考慮しているが、中国による漁獲は考慮していない(田邊ほか 2020)。以上より 3

点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外国

漁船、IUUな

どの漁獲の

影響は考慮

されていな

い 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業

による漁獲を

考慮した漁業

管理方策の提

案に向けた努

力がなされて

いる 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業によ

る漁獲を考慮す

る必要があり、

一部に考慮した

漁業管理方策の

提案がなされて

いる 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を殆ど考慮する

必要がないか、も

しくは十分に考慮

した漁業管理方策

の提案がなされて

いる 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

がないか、もしく

は完全に考慮した

漁業管理方策の提

案がなされている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

生態系情報・モニタリング(2.1) 

日本海西部においてサワラを漁獲する漁業による生態系への影響の把握に必要となる情報、

モニタリングの有無について、日本海西部はマアジ、ブリ等の重要な漁業対象種の生育、索

餌海域に当たり、漁場が形成されるため、分布域と水温の関係等に関する研究例は豊富であ

り、サワラについても漁獲量が増加しだした 2000 年以降情報が蓄積されている(2.1.1 4

点)。当該海域では海洋環境及び漁業資源に関する調査が水産研究・教育機構(以下、水産機

構)の調査船、用船、府県の調査船等によって毎年実施されている(2.1.2 4 点)。行政機関

により府県別・漁業種類別・魚種別漁獲量等は調査され公表されているが、混獲や漁獲物組

成に関する情報は十分得られていない(2.1.3 3 点)。 

同時漁獲種への影響(2.2) 

 評価対象種を漁獲する漁業による他魚種への影響について、定置網の混獲利用種であるマ

イワシ、ブリ、マアジについては、資源はいずれも懸念される状態になかった(2.2.1 4 点)。

評価対象となる混獲非利用種はなしとした(2.2.2 4 点)。希少種については、アカウミガメ

に中程度の懸念が認められたが、全体としては低かった(2.2.3 4 点)。 

海洋環境・生態系への影響(2.3) 

食物網を通じたサワラ漁獲の間接影響について、日本海におけるサワラの捕食者は知られ

ていないため、ほぼ 高次捕食者に近いと考えられる(2.3.1.1 5 点)。当該海域におけるサ

ワラの餌生物は主にカタクチイワシ、マアジとされるが、カタクチイワシの資源状態は懸念

される状態であった(2.3.1.2 3 点)。競争者と考えられるのは、魚食性が強いブリ、クロマ

グロであるが、クロマグロは日本海西部での漁獲は安定しているものの系群全体での資源状

態が低位であり懸念される状態であった(2.3.1.3 3 点)。 

 漁業による生態系全体への影響については、多くの魚種で漁獲量の減少が認められ、スル

メイカやさめ類等の減少に加え、近年のマイワシの漁獲量増加が漁獲物平均栄養段階(MTLc)

の低下に寄与していると考えられた(2.3.2 2 点)。海底環境への影響については定置網は海

底をひき回す漁具ではないため影響は無いと判断された(2.3.4 5 点)。定置網の検挙事例が

ないため水質環境への影響は認められないと判断される(2.3.5 4 点)。定置網の漁法から判

断して大気環境への影響については、ほとんどないと判断された(2.3.6 5 点)。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 2018 年の農林水産統計(市町村別結果からの積算集計)によれば、サワラ東シナ海系群の分

布域である東シナ海区、日本海西区、日本海北区におけるサワラ(統計ではさわら類)漁獲量

は 11,436 トンであるが、漁業種類別にみると大型定置網が 6,838 トン(59.8％)、ひき縄が

1,329トン(11.6％)、小型定置網が851トン(7.4％)で上記3漁法で75％を上回る。本編の対

象となる日本海西区では、ひき縄は 124 トン(日本海西区の 1.5％)と小さいため、評価対象

漁業は定置網(大型定置網、小型定置網)とする。 

② 評価対象海域の特定 

本系群は東シナ海から北海道以南の日本海に分布する(田邉ほか 2020)。海区別に見ると

2018 年は日本海西区が 8,096 トン(70.8％)、東シナ海区が 2,762 トン(24.2％)である。本編

の評価対象海域は日本海西区とする。 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 

1) 漁具，漁法 

定置網：海岸と直角に張った垣網で沖の身網部に魚を誘導し漁獲する設置性の漁具である。

大型定置網は身網部の水深が 27ｍ以深、小型定置網は身網部の水深が 27m 以浅である。 

2) 船サイズ，操業隻数，総努力量 

定置網：2018 年の漁業センサスによれば、日本海西区の大型定置網の漁労体数は 85、小型

定置網の漁労体数は 162 である(農林水産省 2020a)。 

3) 主要魚種の年間漁獲量 

2018 年農林水産統計(市町村別結果からの積算集計)による、日本海西区、及び東シナ海区に

おける漁獲量 10,000 トン以上の魚種は以下に示すとおりである。 

 魚種名 東シナ海区 日本海西区 合計(トン) 比率(％) 

さば類 122,166 60,543 182,709 25.1 

マアジ 53,897 36,799 90,696 12.5 

マイワシ 22,847 66,253 89,100 12.3 

ぶり類 19,972 26,492 46,464 6.4 

カタクチイワシ 39,979 2,731 42,710 5.9 

ウルメイワシ 23,704 6,324 30,028 4.1 

さわら類 2,762 8,096 10,858 1.5 

合計 438,092 289,107 727,199  

 

4) 操業範囲：大海区，水深範囲 

・大海区：日本海西区 
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・水深範囲：大型定置網は身網部の水深は、石川県、京都府の調査例ではおよそ 30～100m、

岸から身網までの距離は調査例では 1,000～1,500m である(池森 1997, 上野 1997)。小型定

置網は身網部の水深が 27m 以浅である。 

5) 操業の時空間分布 

定置網は岸から 1,000～1,500ｍ、場合によっては数キロのところに身網部が設置されている。

石川県外浦の定置網の大部分は冬季(12 月～翌年 3 月)に設置せず休漁する。 

6) 同時漁獲種 

2018 年農林水産統計(市町村別結果からの積算集計)による、日本海西区における大型定置網

と小型定置網による漁獲量の多い種は以下のとおりである。 

 魚種名 大型定置 小型定置 定置網計(トン) 率(％) 

計 46,169 4,546 50,715  

マイワシ 20,501 806 21,307 42.0 

サワラ 6,073 577 6,650 13.1 

ブリ 5,920 482 6,402 12.6 

マアジ 2,618 1,085 3,703 7.3 

カタクチ 2,123 180 2,303 4.5 

さば類 1,913 119 2,032 4.0 

その他いか類 824 196 1,020 2.0 

 

 定置網では石川県、京都府の調査結果で、上記魚種のほかヤリイカ、アオリイカ、ウスメ

バル、カツオ、ウマヅラハギ、カワハギ、イシダイ、チダイ、クロソイ、シロギス、オキヒ

イラギ、ヒメジ、アカカマス、イサキ、メダイ、タチウオ、マエソなど、多数の魚類の混獲

が報告されている(池森 1997, 上野 1997, 河本 2000, 辻ほか 2010)。これらの魚種は販売

対象であるが量的には総漁獲量の 5％を超えるものはないため省略した。日本海西部(石川県

～島根県)ではミンククジラの混獲の報告があり(2017年 48頭, 2018年 23頭, 2019年 28頭) 

(水産庁 2020)、意図的な捕獲(捕鯨行為)ではないことから 2001 年の省令改正に従い混獲の

報告と DNA 登録を行った上で水揚げ販売に供されている(水産庁 2020)が、全漁獲量に対す

る漁獲量が少ないことから省略した。 

・混獲非利用種 

大型定置網では、総漁獲量の 5％を超えるような混獲非利用種は見当たらない。 

7) 希少種 

環境省レッドデータブックを根拠とした。環境省による 2020 年レッドデータブック掲載種

の中で(環境省 2020)、生息環境が評価対象海域と重複する動物は以下のとおりである。 
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爬虫類 

  アカウミガメ(EN)、アオウミガメ(VU) 

鳥類 

  ヒメクロウミツバメ(VU)、コアジサシ(VU)、カンムリウミスズメ(VU)、ズグロカモメ

(VU)、ヒメウ(EN) 
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2.1 操業域の環境・生態系情報，科学調査，モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

 日本海西部の表層はサワラのみならずマアジ、いわし類、マサバ、スルメイカ、ブリなど、

重要な漁業対象種の生育、索餌海域に当たり、漁場が形成されるため、分布域と水温の関係

等に関する研究例は豊富である(大下 2008, 井野ほか 2006, 田ほか 2010, 木所 2008, 岸

田･木所 2008)。サワラについても漁獲量が増加しだした 2000 年以降、情報が蓄積されてい

る(田邊ほか 2020)。海洋環境と基礎生産力、低次生産の関係など、生態系モデル構築に必

要となる研究例は少ない。したがって 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報は

ない 

 部分的だが利

用できる情報

がある 

リスクベース評

価を実施できる

情報がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 

 

2.1.2 科学調査の実施 

 当該海域では生態系モデリングに関する研究は未着手であるが、海洋環境及び漁業資源に

関する調査が水産機構・水産大学校、水産資源研究所の調査船、用船等によって毎年実施さ

れている(水産大学校 2020, 北海道区水産研究所 2020)。府県の調査船による定期的な観測

も行われている(日本海区水産研究所 1999～2020)。以上により 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

科学調査は実

施されていな

い 

 海洋環境や生態系につい

て部分的・不定期的に調

査が実施されている 

海洋環境や生態系に

関する一通りの調査

が定期的に実施され

ている 

海洋環境モニタリング

や生態系モデリングに

応用可能な調査が継続

されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 

 行政機関により府県別・漁業種類別・魚種別漁獲量等は調査され公表されている(農林水

産省 2020b)。しかしこれだけでは混獲や漁獲物組成に関する情報は十分得られていないた

め 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業活動から

情報は収集さ

れていない 

 混獲や漁獲物組成

等について部分的

な情報を収集可能

である 

混獲や漁獲物組成等

に関して代表性のあ

る一通りの情報を収

集可能である 

漁業を通じて海洋環境や生

態系の状態をモニタリング

できる体制があり、順応的

管理に応用可能である 

 



 
 

22

2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 

評価範囲③ 6)に示した魚種で総漁獲量の 5％を超えるマイワシ、ブリ、マアジを混獲利用

種とし、CA 評価を行った。 

定置網混獲利用種に対する CA 評価 

評価対象漁業 定置網 

評価対象海域 日本海西区 

評価対象魚種 マイワシ、ブリ、マアジ 

評価項目番号 2.2.1 

評価項目 混獲利用種への影響 

評価対象要素 

資源量 4 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 マイワシ、ブリ、マアジの資源はいずれも懸念される状態にないため4点とする。 

評価根拠 

マイワシ(対馬暖流系群)、ブリ、マアジ(対馬暖流系群)の資源評価結果は以下のと

おりである。 

・マイワシ対馬暖流系：チューニングVPAによる資源量評価の結果、資源の水準・

動向は中位・増加である。現状の漁獲圧が続いた場合、2025年の親魚量、資源量は

大きく増加する(髙橋ほか 2020)。 

・ブリ：我が国周辺で1系群である。1952年以降の定置網の漁獲量から2018年の資

源水準は高位、コホート解析による 近5年間(2014～2018年)の資源量の推移か

ら、資源動向を減少と判断した。現状の漁獲圧が続いた場合、親魚量は減少傾向が

続くと予測される(久保田ほか 2020)。 

・マアジ対馬暖流系群：チューニングVPAによる資源量評価の結果、資源の水準・

動向は中位・増加である。現状の漁獲圧が続いた場合、2025年の親魚量、資源量は

大きく増加する(依田ほか 2020)。 

  

以上のとおり、マイワシ、ブリ、マアジは資源が懸念される状態ではないため漁業

の影響は軽微と判断し4点とする。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が多く

含まれる 

混獲利用種の中に混獲によ

る資源への悪影響が懸念さ

れる種が少数含まれる。CA

やPSAにおいて悪影響のリ

スクは総合的に低いが、悪

影響が懸念される種が少数

含まれる 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が含ま

れない 

個別資源評価に基

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 

 

2.2.2 混獲非利用種 

 評価範囲③ 6)に示したとおり、評価対象となる混獲非利用種はなしとし、4 点とする。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施でき

ない 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が多数含まれ

る。PSAにおいて

悪影響のリスクが

総合的に高く、悪

影響が懸念される

種が含まれる 

混獲非利用種の中に

資源状態が悪い種が

少数含まれる。PSA

において悪影響のリ

スクは総合的に低い

が、悪影響が懸念さ

れる種が少数含まれ

る 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種は含まれない。

PSAにおいて悪影

響のリスクは低

く、悪影響が懸念

される種は含まれ

ない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 

 

2.2.3 希少種 

環境省が指定した絶滅危惧種のうち、評価対象水域と分布域が重複する種は、アカウミガ

メ、アオウミガメ、ヒメウ、ヒメクロウミツバメ、コアジサシ、カンムリウミスズメ、ズグ

ロカモメである。これら生物について PSA でリスク評価したものが表 2.2.3a、その根拠とな

る生物特性等をまとめたものが表 2.2.3b である。 

表 2.2.3a のとおり、寿命の長いアカウミガメで中程度と判断されたが、全体的には希少

種に対するリスクは低いと判断される。よって 4 点とする。 

表2.2.3a 希少種に対するPSA評価結果(定置網) 

 
 

表2.2.3b 希少種の生産性に関する生物特性値 

種名 成熟開始

年齢(年) 
大年

齢(年) 
抱卵

数 
大体

長(cm) 
成熟体

長(cm) 
栄養段

階TL 
出典 

アカウミガ

メ 
35 70～80 400 110 80 4 岡本ほか (2019), 石原

(2012), Seminoff (2004) 

アオウミガ

メ 
20-50 70～80 400 100 92 2.1 岡本ほか (2019), 石原

(2012) 

ヒメクロウ

ミツバメ 
2 6 1 20 19 3.6 浜口ほか (1985), 

Klimkiewicz et al. (1983) 

コアジサシ 3 21 2.5 28 22 3.8 Clapp et al. (1982), 高野
(1981) 

カンムリウ

ミスズメ 
2 7 2 26 24 3.8 叶内ほか (1998), Preikshot 

(2005) 

ズグロカモ

メ 
<11.5 11.5 3 30 <30 不明 BirdLife International 

(2018) 

ヒメウ <8 8 7 73 <73 >4.0 BirdLife International 
(2018), Whitehouse & Aydin 
(2016) 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

希少種の中に資源状態が

悪く、当該漁業による悪

影響が懸念される種が含

まれる。PSAやCAにおいて

悪影響のリスクが総合的

に高く、悪影響が懸念さ

れる種が含まれる 

希少種の中に資源状

態が悪い種が少数含

まれる。PSAやCAにお

いて悪影響のリスク

は総合的に低いが、

悪影響が懸念される

種が少数含まれる 

希少種の中に資源状

態が悪い種は含まれ

ない。PSAやCAにお

いて悪影響のリスク

は総合的に低く、悪

影響が懸念される種

は含まれない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 

2.3 海洋環境・生態系 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 

2.3.1.1 捕食者 

日本海におけるサワラの捕食者は知られていないため、ほぼ 高次捕食者に近いと考え、

5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施でき

ない 

多数の捕食者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって捕食者

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの評

価により、食物網を通じ

た捕食者への間接影響は

持続可能なレベルにある

と判断できる 

 

2.3.1.2 餌生物 

 日本海におけるサワラの餌生物は主にカタクチイワシ、マアジとされる(河野 2017)。こ

れら魚種に対し CA 評価を行った。 

餌生物に対する CA 評価 

評価対象漁業 定置網 

評価対象海域 日本海西区 

評価対象魚種 カタクチイワシ、マアジ 

評価項目番号 2.3.1.2 

評価項目 餌生物への影響 

評価対象要素 資源量 3 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   

  分布域   

  その他：   

評価根拠概要 主要な餌生物のひとつであるカタクチイワシの資源状態は懸念される状態で

あるため、3点とする。 

評価根拠 日本海におけるカタクチイワシ(対馬暖流系群)、マアジ(対馬暖流系群)の資

源状態は以下のとおりである。 

 

・カタクチイワシ対馬暖流系群：コホート解析により1977～2018年の資源量

を推定し、資源水準は低位、動向は減少とした。現状の漁獲圧が続く場合、
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2025年の資源量、親魚量は大きく減少するとされた(黒田ほか 2020)。 

・マアジ対馬暖流系群：1973～2018年の日本と韓国の年齢別漁獲尾数に基づ

いてコホート解析を行い、資源の水準は中位、動向は増加とされた。現状の

漁獲圧が続く場合、2025年の資源量、親魚量は大きく増加すると予測された

(依田ほか 2020)。 

 

以上のとおり、サワラの餌生物であるカタクチイワシとマアジについては、

マアジの資源は懸念される状態にないが、カタクチイワシは低位・減少であ

り懸念される状態であるこのため、スコアは3点とする。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施できな

い 

多数の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

一部の餌生物

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって餌生物

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた餌生物への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.3 競争者 

 日本海・東シナ海においてサワラの競争者と考えられるのは、③ 3)に現れる主要魚種の

中で魚食性が強いブリのほか、クロマグロが考えられる。 

競争者に対する影響のCAによる評価結果 

評価対象漁業 定置網 

評価対象海域 日本海西区 

評価対象魚種 ブリ、クロマグロ 

評価項目番号 2.3.1.3 

評価項目 競争者への影響 

評価対象要素 

資源量 3 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 
競争者のブリ・クロマグロの資源状態は、現状では問題ないと判断されることから

3点とする。 

評価根拠 

・ブリ：2.2.1に示すように、資源状態は高位・減少とされ、現状では問題ない。 

・クロマグロ太平洋：クロマグロの総資源量は2009年以降に増加しており、特に直

近３年における０～２歳魚の増加が顕著である(鳥取県水産試験場 2020a)。 
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 図

2.3.1.3 境港の年別まき網水揚げ量(クロマグロ, 鳥取県水産試験場 2020b) 

以上のとおり、サワラの競争者と考えられるブリ、クロマグロについて、ブリは高

位水準であり、クロマグロの親魚資源状態は低位にあるものの、2018年から始まっ

たTAC管理により保護されたと考えられる３歳未満の小型魚が増加していることか

ら、本項目は3点とする。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

多数の競争者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

一部の競争者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って競争者が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの評価に

より、食物網を通じた競争者

への間接影響は持続可能なレ

ベルにあると判断できる 

 

2.3.2 生態系全体 

 図 2.3.2a に示した評価対象海域における漁獲物の栄養段階組成をみると、日本海西区で

は漁獲は TL2.0 及び 3-4 に属する生物で多く、図 2.3.2b で約 24%を占める栄養段階 2程度の

マイワシやさば類とマアジが寄与していることがわかる。 

 評価対象海域の総漁獲量とMTLcを見ると､日本海区では､2009年以降､MTLcに有意な減少

(p<0.05)が認められる。多くの魚種で漁獲量の減少が認められるが、スルメイカやさめ類等

の減少に加え、近年のマイワシの漁獲量増加が MTLc の低下に寄与していると考えられる。

評価対象漁法によるサワラの漁獲のみが要因とは考えがたいものの、幅広い魚種に漁獲量の

減少傾向が認められ、MTLc が低下していることから 2 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施できな

い 

対象漁業による影

響の強さが重篤で

ある、もしくは生

態系特性の定向的

変化や変化幅拡大

が起こっているこ

とが懸念される 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICAにより対象漁

業による影響の強

さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列情

報に基づく評価に

より、生態系に不

可逆的な変化が起

こっていないと判

断できる 
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図 2.3.2a 評価対象海域における漁獲物の栄養段階組成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.2b 2018年の海面漁業生産

統計に基づく日本海西区の漁獲物

の種組成 
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図2.3.2c 海面漁業生産統計調査から求めた、評価対象海域における総漁獲量(上段)と漁獲物平均栄

養段階(下段)の推移 

 

2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 

 当該海域では本種の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

 

2.3.4 海底環境への影響 

評価対象漁法は海底をひき回す漁具ではないため 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトが重篤であ

り、漁場の広い範囲

で海底環境の変化が

懸念される 

当該漁業による海底環

境への影響のインパク

トは重篤ではないと判

断されるが、漁場の一

部で海底環境の変化が

懸念される 

SICAにより当該漁

業が海底環境に及

ぼすインパクトお

よび海底環境の変

化が重篤ではない

と判断できる 

時空間情報に基づ

く海底環境影響評

価により、対象漁

業は重篤な悪影響

を及ぼしていない

と判断できる 

 

2.3.5 水質環境への影響 

評価対象海域における定置網に関わる漁船の検挙事例はなく(海上保安庁 2019)、水質環
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境への影響は認められないため 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

取り組み状況につ

いて情報不足によ

り評価できない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出が水質

環境へ及ぼす悪

影響が懸念され

る 

一部物質に関

して対象漁業

からの排出が

水質環境へ及

ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業からの排

出物は適切に管理

されており、水質

環境への負荷は軽

微であると判断さ

れる 

対象漁業による水質環

境への負荷を低減する

取り組みが実施されて

おり、対象水域におけ

る濃度や蓄積量が低い

ことが確認されている 

 

2.3.6 大気環境への影響 

定置網漁業の作業船による CO2 排出に関する報告はないが、漁場への移動、漁具の曳航を

必要とする漁業ではなく、網の設置及び揚網時に限定的に発生するのみと考えられることか

ら大気環境への影響は軽微であると判断される。よって 5 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施で

きない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出ガスに

よる大気環境へ

の悪影響が懸念

される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの排

出ガスは適切に管

理されており、大

気環境への負荷は

軽微であると判断

される 

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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3．漁業の管理 

概要 
管理施策の内容(3.1) 

 大型定置網漁業は府県知事の免許によって設定される定置漁業権を根拠とし、府県知事は

漁業権の設定、免許に際しては海区漁業調整委員会の意見を聴くことになっている。サワラ

は定置網漁業では評価対象各府県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画において、現

状の漁獲努力量を増加させることがないよう規定されてきた。改正漁業法下の資源管理方針

においても、特定水産資源の漁獲可能量による管理以外の手法として漁獲努力量による管理

を合わせて行うこととし、府県ごとに統数、もしくは操業日数の上限が設けられており、実

質当該魚種に係る努力量管理ともなっている。各府県の資源管理指針においても、自主的措

置として休漁が取り組まれてきた。以上のことからインプット・コントロールが導入されて

いる。評価対象海域で漁獲されるサワラ東シナ海系群の資源状態は良好であることからイン

プット・コントロールは適切に働いていると考えられる(3.1.1 5 点)。テクニカル・コント

ロールについてであるが、関係府県の資源管理指針では、小型魚保護のための目合いの拡大

等の漁具制限、漁獲物の体長制限、小型魚再放流が規定され、取り組まれている。ただし、

サワラに限った場合、各府県の取り組みがどの程度有効か評価の材料が乏しい(3.1.2 4 点)。

環境や生態系への漁具による影響については、評価対象の大型定置網は着底漁具ではないた

め、海底環境に与える影響は無視でき、ほかの生態系への直接影響も知られていない(3.1.4.1 

5 点)。生態系の保全修復活動については、漁業者の手により海浜清掃、森づくり、藻場保全

等が活発に実施されている(3.1.4.2 5 点)。 

執行の体制(3.2) 

 管轄範囲をみると、本系群全体では東シナ海における韓国、中国の漁獲量がはるかに多い

が生息域全体をカバーするサワラの国際的な資源管理体制はない。我が国に限ると、本系群

の資源管理は日本海・九州西広域漁業調整委員会が所掌しており生息域をカバーする管理体

制が確立している(3.2.1.1 2 点)。監視体制については、大型定置網は免許のない者は操業で

きず府県の取締当局が監視業務にあたっている。休漁等の措置については水揚げ港、市場で

の漁協職員や関係漁業者等による監視も十分可能である(3.2.1.2 5 点)。罰則・制裁について

であるが、定置網漁業に関する各府県漁業調整規則、海区漁業調整委員会等の指示違反等に

ついては漁業法により懲役や罰金または拘留や科料に処せられる。漁業に関する法令に違反

したときには、知事は漁業権の取り消しや行使の停止を命ずることができる(漁業法)。罰則

規定としては十分に有効と考えられる(3.2.1.3 5 点)。順応的管理の適用についてみると、定

置漁業権は 5 年ごとに更新されるが、免許更新の際には各府県の海区漁業調整委員会に内容
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が諮られる。各府県資源管理指針によって規定されている自主的な規制についても策定後 4

年を経た次の年度に計画の内容が資源管理協議会で評価・検証されることになっている。す

なわち、管理施策の結果を見て次の取り組みを決めるシステムが構築されている(3.2.2 4

点)。 

共同管理の取り組み(3.3) 

 資源利用者の特定については、定置網漁業は各府県知事からの免許により操業しており対

象の漁業者は明確に特定されている(3.3.1.1 5 点)。これらの漁業者はほとんどが各府県の定

置漁業協会に属し地元の漁業協同組合にも所属していることから、組織化がなされている

(3.3.1.2 5 点)。各府県定置漁業協会の上部組織である日本定置漁業協会は水産資源の管理の

強化等を指導する事業を有しており、対象 4 府県の定置漁業者で組織する日本海定置漁業連

絡協議会では隔年で日本海定置漁業振興大会を開催し漁業管理に関する大会決議、要望等を

取りまとめている。これらのことから漁業者組織が管理に強い影響力を有していると考えら

れる(3.3.1.3 5 点)。漁業者組織の経営や販売に関する活動として、各府県漁業協同組合、漁

業協同組合連合会は販売、購買、サワラのブランド化、加工など、個別の漁業者では実施が

困難な経営上の活動を行い水産資源の価値向上に務めている。さらに収益性改善の実証事業

(福井県漁連、石川県漁協)、抜本的構造改革事業(京都府漁連)を主導した。これらのことか

ら漁業者組織が全面的な活動を展開していると評価できる(3.3.1.4 5 点)。 

 各府県の資源管理指針に基づく自主的管理への取り組みとして漁協内、及び定置漁業協会

での会合参加が必要であり会議日数は年間 12 日を越えるのではないかと考えられる(3.3.2.1 

4 点)。公的管理への参画であるが、評価対象府県の海区漁業調整委員会には定置網漁業者や

漁業者が所属する漁業協同組合(連合会)役員が参画している。サワラ資源管理も扱う水産政

策審議会資源管理分科会には日本定置漁業協会役員が委員として、京都府定置漁業協会役員

が特別委員として出席している(3.3.2.2 5 点)。各府県の海区漁業調整委員会には学識経験者、

公益代表委員が参画しており、改正漁業法下では利害関係を有しない者も参加している。各

府県には漁業者に加え遊漁者、海洋性レクリエーション代表が参画する海面利用協議会が設

置されており、漁業と海洋性レクリエーションとの海面利用や海面における漁業と遊漁との

調整に関する事項の調査検討をしている。サワラ資源管理も扱う水産政策審議会資源管理分

科会には、委員として大学研究者が、特別委員として水産や港湾の海事産業で働く船員等で

組織する労働組合、水産物持続的利用のコンサルタント等からも参画している(3.3.2.3 5 点)。

意思決定についてみると、資源管理指針に従い作成された資源管理計画については、策定後

4 年を経過した次の年度に資源管理措置が適切か否か等につき外部有識者を交えた資源管理

協議会において評価し、目標や管理措置の内容等の見直しを図るとされている。無論、計画

の参画漁業者は結果の自己評価・検証は行うであろうし、資源管理・漁業経営安定対策のた
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めにも外部からの参画が必要であろうが、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体が資源

管理協議会において評価・検証、目標や管理措置の内容の見直しに参画できておらず、

PDCA サイクルを回す本来の趣旨に沿っていないのではないかと危惧される。このため、特

定の関係者の機構において協議は十分に行われていないと評価される(3.3.2.4 2 点)。 

 

評価範囲 
①  評価対象漁業の特定 

 該当海域における 2018 年の県別・漁業種類別漁獲量の上位から順に累積で 75％を超える

までを対象とし、大型定置網(石川県、福井県、京都府、島根県)とした。 

② 評価対象都道府県の特定 

 大型定置網による漁獲量の多い石川県、福井県、京都府、島根県とする。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 各都道府県における評価対象漁業について以下の情報を集約する。 

1) 漁業権、後述する各種管理施策の内容 

2) 監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制 

3) 関係者の特定や組織化、意思決定への参画など、共同管理の取り組み 

4) 関係者による生態系保全活動の内容 

 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

 当該海域では本種の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 大型定置網による操業は、府県知事の免許によって設定される定置漁業権を根拠としてい

る。免許の存続期間は漁業法の規程により 5 年である。府県知事は、漁業権を設定する場合、

まず、海区漁場計画(漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期等)について海区漁業調整委

員会の意見を聴き、免許の内容を定めて公示を行う。公示後、漁業権設定希望者は府県知事

に申請をし、府県知事は海区漁業調整委員会の意見を聴き、適格性等を審査して免許を与え

ることとなっている。 

 サワラは特定水産資源(TAC 魚種)ではないが評価対象漁業種類の定置漁業では、従来から

各府県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画において、TAC 対象魚種の漁獲実績が前

年の漁獲実績程度となるように、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう、免許統数

等を現状程度として、従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業するとされてきた(石川

県 2018, 福井県 2020a, 京都府 2020, 島根県 2020)。また、改正漁業法下の資源管理方針におい

ても、TAC 対象魚種の漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量による管理を合

わせて行うこととし、この場合における漁獲努力量の上限として、定置漁業で石川県では免

許数を 63 統、福井県では 41 統、また京都府は府内漁業経営体の操業日数 289 日、島根県は

中型まき網漁業を除く TAC 対象魚種を漁獲する漁業 500 隻としており(石川県 2020a, 福井県 

2020b, 京都府 2021a, 島根県 2021a)、実質当該魚種に係る努力量管理ともなっている。各府県

の資源管理指針にも、自主的措置として休漁が記載されていることから(石川県 2014, 福井県 

2018, 京都府 2019, 島根県 2015)、インプット・コントロールは導入されている。 

 アウトプット・コントロールはなされていない。新たな資源管理の推進に向けたロードマ

ップにおいて、サワラは漁獲量の多い魚種で MSY ベースの資源評価が実施される見込みの

もののうち「第 2 陣：利用可能なデータ種類の比較的少ないもの」に類別されている(水産

庁 2020a)。評価対象海域で漁獲される本系群の資源状態は、高位・横ばいと良好であること

から(田邉ほか 2020)、インプット・コントロールは適切に働いていると考え 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロールと

アウトプット・コントロール

のどちらも施策に含まれてお

らず、漁獲圧が目標を大きく

上回っている 

. インプット・コント

ロールもしくはアウ

トプット・コントロ

ールが導入されてい

る 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 関係府県の資源管理指針では、小型魚保護のための目合いの拡大等の漁具制限(京都府, 石

川県と島根県の一部)、漁獲物の体長制限、小型魚再放流が取り組まれている(石川県 2014, 
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福井県 2018, 京都府 2019, 島根県 2015)。京都府については 2008～2012 年に実施された京都

府海域定置網漁業包括的資源回復計画を実質的に継続している(京都府 2008)。ただし、サワ

ラに限った場合、各府県の取り組みがどの程度有効か評価の材料が乏しいため、4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コント

ロールの施策が一部

導入されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 本系群では種苗放流は行われていないため評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 評価対象の大型定置網は、漁具を固定する錨、土俵等は海底に接地するものの本体は海底

をひき回す漁具ではないため、海底環境に与える影響は無視でき、2.3.4(海底環境への影響)

でも 5 点としている。ほかの生態系への直接影響も知られていないため 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入され

ておらず、環境や生

態系への影響が発生

している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 石川県漁業協同組合では省エネ型漁業、海浜清掃、漁民の森づくり、天然石けん普及(石

川県漁業協同組合 2020)、福井県では海浜清掃、藻場保全など(全国漁業協同組合連合会

2020a)、京都府漁業協同組合では海浜清掃、漁民の森づくり(京都府漁業協同組合 2013)、島

根県漁業協同組合では漁民の森づくりなど(JF しまね 2006)、活発な活動が実施されており、

5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全活

動が一部行われ

ている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 
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3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 本系群の生息域は東シナ海、日本海であるが、系群全体では東シナ海における韓国、中国

の漁獲量がはるかに多いとされる(田邉ほか 2020)。日中、日韓の 2 国間では漁業協定が存在

するが(水産庁 2020b)、生息域全体をカバーするサワラの国際的な資源管理体制はない。我

が国に限定すると、都道府県の区域を越えて広域的に分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁

業種類が大臣管理漁業と複数の知事管理漁業にまたがる場合、水産資源の管理に係る漁業調

整を行うために、国の常設機関として広域漁業調整委員会が設置されている(水産庁 2020c)。

本系群の場合はこの資源に該当し、日本海・九州西広域漁業調整委員会の所掌となる。現段

階では協議の対象とはなっていないが(水産庁 2020d)、これは資源状態が良好なためであろ

う。以上のとおり、国内では生息域をカバーする管理体制が確立しているが、本系群につい

ては生息域のカバーが十分とは考えられないため 2 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息域が

カバーされていない 

. 機能は不十分であるが、

生息域をカバーする管理

体制がある 

. 生息域をカバーする管理体

制が確立し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 

 評価対象の大型定置網は定置漁業権に基づく固定式の漁具であるため、免許のない者は操

業できない。府県の取締当局が監視業務にあたっている。休漁等については水揚げ港、市場

での漁協職員や関係漁業者等による監視も十分可能である。よって 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺な

ど、部分的な監視に

限られている 

. 完璧とは言いがたい

が、相当程度の監視

体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 

 定置漁業権の行使の停止中に、あるいは漁業権に基づかず定置漁業を営んだ者は、漁業法

によって懲役または罰金に処せられる。また、海区漁業調整委員会等の指示に従わず、府県

知事等への異議申出に理由がないとき等にも懲役や罰金または拘留や科料に処せられる。漁

業に関する法令に違反したときには、知事は漁業権の取り消しや行使の停止を命ずることが

できる(漁業法)。2018年 12月の改正により罰則が強化された。罰則規定としては十分に有効

と考えられる。以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 

 定置漁業権は 5 年ごとに更新されるが、免許更新の際には各府県の海区漁業調整委員会に

内容が諮られる。各府県資源管理指針によって規定されている定置網への自主的な規制につ

いても、策定後 4 年を経過した次の年度に計画の内容が適切か否か等について専門的知識を

有するもの等が参加する資源管理協議会で評価・検証を行うとされる(水産庁 2011)。このた

め、5 年ごとではあるが管理施策の結果を見て順応的に次の取り組みを決めるシステムが構

築されていることから、4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を漁業管理

の内容に反映する仕組みがな

い 

. 順応的管理の仕組みが部

分的に導入されている 

. 順応的管理が十分

に導入されている 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 4 府県の定置網漁業については各府県知事からの免許により操業しており、評価対象とす

るすべての資源利用者は公的かつ明確に特定されている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 各府県の定置網漁業について、そのほとんどが各府県の定置漁業協会を組織しており(日

本定置漁業協会 2020)、地元の漁業協同組合にも所属している。府県定置漁業協会の上部組

織は日本定置漁業協会、大日本水産会である。府県漁業協同組合(福井県は漁業協同組合連

合会)の上部組織は全国漁業協同組合連合会となる。すべての漁業者は漁業者組織に所属し

ており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 
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3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 日本定置漁業協会は水産資源の管理の強化等を指導する事業を有しており、実際にクロマ

グロでは管理の強化等を指導している(日本定置漁業協会 2021)。また、石川県、福井県、京

都府等の定置漁業者が組織する日本海定置漁業連絡協議会では隔年で日本海定置漁業振興大

会を開催しており、技術的な研修を実施し、漁業管理に関する大会決議、要望等を取りまと

めている(水産経済新聞 2018)。これらのことから、漁業者組織が管理に強い影響力を有して

いると考えられ、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 石川県漁業協同組合では秋季のプライドフィッシュとしてサワラを設定し、主に定置網漁

業で漁獲され、漁獲後すぐに氷で冷却し、鮮度の保持に努めている魚種として推奨している

(全国漁業協同組合連合会 2020b)。評価対象府県の漁業協同組合、漁業協同組合連合会の取

り組みとして、石川県漁業協同組合では、販売、購買事業のほか、水揚げ物のブランド化事

業を行っている(JF 石川 2020)。京都府漁業協同組合、JF しまねでは、購買、販売、製氷冷蔵、

指導等の事業を行っている(京都府漁業協同組合 2020, JF しまね 2006)。福井県漁連では販売、

加工等を行っている(福井県漁連 2020)。以上のとおり各府県の漁業者組織は個別の漁業者で

は実施が困難な経営上の活動を実施し水産資源の価値を 大化している。漁業構造改革総合

対策事業においては、福井県漁業協同組合連合会(2018)は収益性改善の実証事業として福井

県地域プロジェクト改革計画を、石川県漁業協同組合(2014)は収益性改善の実証事業として

能都地域プロジェクト改革計画を、京都府漁業協同組合連合会(2011)は抜本的構造改革とし

て舞鶴市地域プロジェクト改革計画を主導した。これらのように、漁業者組織が全面的な活

動を展開していると評価し、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 大型定置網については各府県の資源管理指針に基づき自主的管理に取り組んでおり(石川

県 2014, 福井県 2018, 京都府 2019, 島根県 2015)、関連する会合が必要である。また漁業管理
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に関する地元漁業協同組合内、定置漁業協会での会合も開催されている。会議日数は年間 12

日を越えるのではないかと考えられる。以上より 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 公的管理としては、大型定置網による漁業である定置網漁業に関しては各府県の海区漁業

調整委員会への適切な参画が問題となる。各府県の海区漁業調整委員は選挙により選出され

(立候補者が定員を超えない無投票を含む)､定置網漁業者や漁業者が所属する漁業協同組合

(連合会)役員が参画してきた(石川県 2016, 福井県 2021, 京都府 2016, 島根県 2016)。改正漁業

法のもとでは、2021 年 4 月より、府県知事が議会の同意を得て任命した委員により構成され

るようになった。候補者は、漁業に関する識見を有し職務を適切に行うことができる者で、

委員要件を満たす漁業者・漁業従事者が推薦、応募により公募される。このため、漁業関係

者の主体的参画とみなされる。この各府県委員に、前回と同様に定置漁業関連の委員も任命

されている(石川県 2021, 京都府 2021b, 島根県 2021b,c)。また、サワラを含む魚種について資

源管理のロードマップ等を協議する水産政策審議会資源管理分科会には、日本定置漁業協会

や全国漁業協同組合連合会の役員が委員として、京都府定置漁業協会の役員も特別委員とし

て出席している(水産庁 2021)。このため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 大型定置網に関して基本的には、都道府県別に漁業管理に取り組んでいる。各府県の海区

漁業調整委員会には学識経験者、公益代表委員が参画してきており、改正漁業法下では学識

経験者、利害関係を有しない者が参加している(石川県 2021, 福井県 2021, 京都府 2021b, 島根

県 2021b,c)。また各府県には漁業者に加え、遊漁者、海洋性レクリエーション代表が参画す

る海面利用協議会が設置されており(水産庁 1994, 石川県 2020b, 福井県 1996, 島根県 2019)、

漁業と海洋性レクリエーションとの海面利用や海面における漁業と遊漁との調整に関する事

項の調査・検討を行っている。サワラを含む魚種について資源管理のロードマップ等を協議

する水産政策審議会資源管理分科会には、委員として大学研究者、特別委員として水産や港

湾の海事産業で働く船員等で組織する労働組合、水産物持続的利用のコンサルタント等も参

画している(水産庁 2021)。以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係者が存在

しないか、ほぼすべての主要な

利害関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 資源管理指針に従い作成された資源管理計画については、計画(Plan)、実施(Do)､評価

(Check)､改善(Act)の PDCA サイクルを着実に実施することを通じて、漁業や資源を取り巻く

状況等に応じた適切な資源管理の推進を図ることとされた。その評価・検証状況は資源管理

計画一覧に纏められている(水産庁 2020e)。資源管理計画は指針に基づき、関係漁業者が魚

種または漁業種類ごとに、各々の自主的な取り組みを基本として作成することとし、① 策定

後4年を経過した翌年度に、各資源管理計画に基づく資源管理措置の実施により資源の維持･

回復等の効果が見られるかどうか、その資源管理措置が適切かどうか等につき、評価・検証

する。② 評価・検証は、外部有識者(漁業や資源管理についての専門的知識を有する者等)が

参加する資源管理協議会が実施する。③ 指標は、対象魚種の資源量や単位努力量当たり漁獲

量(CPUE)の経年的な動向を基本とし、現時点で資源量や CPUE の把握が難しい魚種や漁業種

類についても、漁獲努力量及び漁獲量等の経年的な変化を組み合わせた定量的な資源動向を

把握できるよう必要なデータ収集・蓄積等の体制整備を図る。④ 評価・検証の結果を踏まえ、

資源管理計画の目標、管理措置の内容等の見直し、改善を図るとともに、資源管理措置を講

ずる漁業者及び関係団体への周知徹底を図るとされている(水産庁 2018)。無論、計画の参画

漁業者は結果の自己評価・検証は行うであろうし、資源管理・漁業経営安定対策のためにも

外部からの参画が必要であろうが、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体が資源管理協

議会における評価・検証、目標や管理措置の見直しに参画できておらず、PDCA サイクルを

回す本来の趣旨に沿っていないのではないかと危惧される。このため、特定の関係者の機構

において協議は十分に行われていないと評価し、2 点を配点する。なお、資源管理計画は自

主的管理をより効果的なものとするために資源管理協定に順次移行することとなっている

(水産庁 2020f)。 

1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機

構が存在せ

ず、施策に

関する協議

もなされて

いない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者をメ

ンバーとする意思

決定機構は存在

し、施策の決定と

目標の見直しがな

されている 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構成

メンバーとする意

思決定機構が存在

し、施策の決定と

目標の見直しが十

分になされている 
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3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 本系群では、種苗放流は行われていないので評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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4．地域の持続性 

概要 
漁業生産の状況(4.1) 

 サワラ東シナ海系群は、大型定置網(石川県、福井県、京都府、島根県)で大部分が獲られ

ている。漁業収入はやや高位で推移していた(4.1.1.1 4 点)。収益率と漁業関係資産のトレン

ドについては、全国平均値の個人経営体のデータを用いた結果、4.1.1.2 は 3 点と中程度で、

4.1.1.3 は 1 点と低かった。経営の安定性については、収入の安定性、漁獲量の安定性ともに

3 点と中程度であった。漁業者組織の財政状況は 5 点と高かった。操業の安全性は 5 点と高

かった。地域雇用への貢献は高いと判断された(4.1.3.2 5 点)。労働条件の公平性については、

漁業で特段の問題はなかった(4.1.3.3 3 点)。 

加工・流通の状況(4.2) 

 買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引によ

る競争原理は概ね働いている(4.2.1.1 5 点)。取引の公平性は確保されている(4.2.1.2 5 点)。

関税は冷凍は基本が 3.5%であるが、各種の優遇措置を設けている(4.2.1.3 3 点)。卸売市場

整備計画等により衛生管理が徹底されている(4.2.2.1 5点)。 仕向けは多くが中・高級食材で

ある(4.2.2.2 4 点)。労働条件の公平性も特段の問題はなかった(4.2.3.3 3 点)。以上より、本

地域の加工流通業の持続性は高いと評価できる。 

地域の状況(4.3) 

 先進技術導入と普及指導活動は行われており(4.3.1.2 5 点)、物流システムは整っていた

(4.3.1.3 5 点)。地域の住みやすさは全体平均で 4 点であった(4.3.2.1)。水産業関係者の所得

水準はやや高い(4.3.2.2 4 点)。漁具漁法及び加工流通技術における地域文化の継続性は高い

(4.3.3.1 及び 4.3.3.2 5 点)。 

 

評価範囲 
① 評価対象漁業の特定 

 大型定置網(石川県、福井県、京都府、島根県) 

② 評価対象都道府県の特定 

 石川県、福井県、京都府、島根県 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 評価対象都道府県における水産業並びに関連産業について、以下の情報や、その他後述す
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る必要な情報を集約する。 

1) 漁業種類、制限等に関する基礎情報 

2) 過去 11 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 

3) 漁業関係資産 

4) 資本収益率 

5) 水産業関係者の地域平均と比較した年収 

6) 地域の住みやすさ 

  



 
 

47

4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 

4.1.1.1 漁業収入のトレンド 

 漁業収入の傾向として、4.1.2.1 で算出したサワラ漁獲金額のデータを利用した。過去 9 年

のうち上位 3 年間の各漁業による漁獲金額の平均と参照期間の 新年(2015 年)の漁獲金額の

比率を算出したところ、大型定置網(石川県): 1.02(5 点)、大型定置網(福井県): 0.89(4 点)、大

型定置網(京都府): 0.72(3 点)、大型定置網(島根県): 1.15(5 点)となった。さらに、これらを

2018 年漁獲量で重みづけした加重平均を行い全体の得点を算出すると、4 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 

 漁業経営調査報告(農林⽔産省 2007〜2016b)には、漁業種類別かつ都道府県別のデータは

ないため、漁業種類別のデータを用いて分析を実施する。対象となる漁業のうち、会社経営

体調査及び共同経営体調査の大型定置網のデータを分析に用いる。大型定置網の会社経営体

データは 2015 年までしか公表されていないため、2011～2015 年は、漁労利益がマイナスと

いう年が 5 年中 3 年で、平均が-0.02 のため 1 点となる。大型定置網の共同経営体データも

2015 年までしか公表されていないため、2011～2015 年の平均が 0.62 のため 5 点となる。両

者を平均して 3 点となる。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 

 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別のデ

ータを用いて分析を実施する。対象となる漁業のうち、会社経営体調査及び共同経営体調査

の大型定置網のデータを分析に用いる。大型定置網の会社経営体データは 2015 年までしか

公表されていないため、2006～2015 年のうち漁業投下固定資本合計が も多い 3 年は、2006、

2007、2008年である。この 3年の平均値に対して直近の 2015年の値は 39%となるため、1 点

を配する。大型定置網の共同経営体データも 2015 年までしか公表されていないため、2006

～2015年のうち漁業投下固定資本合計が も多い 3年は、2006、2007、2008年である。この

3 年の平均値に対して直近の 2015 年の値は 31%となり、双方の結果から 1 点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 
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4.1.2 経営の安定性 

4.1.2.1 収入の安定性 

 漁業種類ごとの漁獲金額が公表されていないことから、農林水産省の漁業・養殖業生産統

計より、関係府県の「さわら類」総漁獲量に占める評価対象漁業種類による漁獲量の割合を

年別で算出し、これをサワラ(日本海西)の漁獲金額の代替値として用いることで、 近 9 年

間(2006～2015 年)の漁獲金額の安定性を評価した(農林水産省 2007～2016a)。同漁業における

9 年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率を求めたところ、大型定置網(石川県): 0.22(3 点)､

大型定置網(福井県): 0.26(3 点)､大型定置網(京都府): 0.15(4 点)､大型定置網(島根県): 0.34(3 点)

となった。さらに、これらを 2018 年漁獲量で重みづけした加重平均を行い全体の得点を算

出すると、3 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 

 4.1.2.1と同様、農林水産省の漁業・養殖業生産統計を参照し(農林水産省 2007～2016a)、

近 9 年間の関係府県の評価対象漁業種類によるサワラ漁獲量の安定性を評価した。各漁業に

ついて 9 年間の平均漁獲量とその標準偏差の比率を求めたところ、大型定置網(石川県): 

0.33(3 点)､大型定置網(福井県): 0.27(3 点)､大型定置網(京都府): 0.16(4 点)､大型定置網(島根県): 

0.39(3 点)となった。さらに、これらを 2018 年漁獲量で重みづけした加重平均を行い全体の

得点を算出すると、3 点となった。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 

 石川県、福井県、京都府、島根県の大型定置網漁業を営む経営体は、主に沿海漁協に所属

しており、また各府県の定置網漁業団体にも属する場合も多いが、後者団体の財務報告書の

公開はなかったことから、沿海漁協の財政状況で判断を行った。石川県、福井県、京都府、

島根県の沿海漁協の経常利益(都道府県単位)は黒字であった(農林水産省 2020a)。以上より 5

点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常収支は赤字となっているか、または

情報は得られないため判断ができない 

. 経常収支はほぼ

均衡している 

. 経常利益が黒字

になっている 
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4.1.3 就労状況 

4.1.3.1 操業の安全性 

 2018 年の水産業における労働災害及び船舶事故による死亡者数のうち、評価対象漁業にお

ける事故であることが特定されたか、もしくは、評価対象漁業である可能性を否定できない

死亡者・行方不明者数は、0 人であった(厚生労働省労働局 2019, 運輸安全委員会 2020)。した

がって、1,000人当たり年間死亡者数は石川県、福井県、京都府、島根県のいずれも 0人とな

る。評価対象の点数は全府県 5 点となり、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当たりの死

亡事故1.0人を超える 

0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当たりの

死亡事故0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 

 水産業協同組合は主たる事務所の所在地に住所を構えなければならないことが法律に定義

されており(水産業協同組合法第 6 条)､その組合員は組合が定める地区内に住所または事業所

を有する必要がある(同法第 18 条)。そして漁業生産組合で構成される連合会も当該地区内に

住居を構える必要がある(同法第 4 章第 88 条)｡法務省ほか(2017)によれば、技能実習制度を活

用した外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、その人数は実習生を除く乗

組員の人数を超えてはならないと定められている。以上のことから対象漁業の就業者は全て

当該地区内に居住しているとして 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 

 対象府県のサワラ漁業において、2020 年 9 月 17 日現在で公表されている労働基準関係法

令違反による送検事案はなかった(セルフキャリアデザイン協会 2020)。他産業では賃金の不

払いや違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、サワラ漁業における労働条件の

公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公

平である 
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4.2 加工・流通の状況 

4.2.1 市場の価格形成 

 ここでは各水揚げ港(産地市場)での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 

 石川県には 2018 年時点で 13 か所の魚市場が存在した。このうち年間取扱量が 100 トン未

満の市場が 1市場、100～500トン未満の市場が 2市場あり、全体の約半数が年間取扱量 5,000

トン未満の市場となっている。市場買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場が

6 市場、20～50 人未満の登録が 1 市場、10～20 人未満の登録が 3 市場、5～10 人未満が 3 市

場、買受人が 5 人未満の小規模市場も 1 市場存在している(農林水産省 2020b)。石川県では

2019年に、平成 32 年度を⽬標年度とする⽯川県卸売市場整備計画を策定し(⽯川県 2019）、2020
年に認定された⽔産物を扱う地⽅卸売市場は９市場となっている(⽯川県 2020）。 

 福井県には 2018 年時点で 7 か所の魚市場が存在した。このうち年間取扱量が 100～500 ト

ン未満の市場が 1 市場あるものの、4 市場は年間 500～3,000 トンの中規模市場、2 市場が年

間 5,000～1万トンの規模となっている。買受人数に着目すると、50人以上登録されている市

場は 3 市場、20～50 人未満の登録が 2 市場、10～20 人未満の登録が 2 市場となっている(農

林水産省 2020b)。 

 京都府には 2018年時点で 4か所の魚市場が存在した。年間取扱数量規模別にみると、年間

100～500 トンの市場が 2 市場、年間 1,000～3,000 トンの市場が 1 市場、1～3 万トンの市場が

1 市場である。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場が 1 市場、20～50 人未

満の登録が 2 市場、10～20 人未満の登録が 1 市場である(農林水産省 2020b)。各市場とも取

扱数量の多寡に応じた買受人の人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概

ね働いている。 

 島根県には 2018 年時点で 8 か所の魚市場が存在した。このうち年間取扱量が 100～500 ト

ン未満の市場が 2 市場あるものの、4 市場は年間 500～5,000 トンの中規模市場、2 市場が

5,000 トン以上の市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場

が 5 市場、20～50 人未満の登録が 2 市場、10～20 人未満の登録が 1 市場ある一方、買受人が

10 人未満の小規模市場はない(農林水産省 2020b)。買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応

じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている。 

 以上のように、石川県、福井県、京都府、島根県では、産地市場に多くの買受人が登録さ

れていることから、市場の競争の原理は働いており、公正な価格形成が行われている。一方、

石川県には小規模市場がある。小規模市場では水揚げ量が少なく、自ずと買受人も少ないた

め、漁獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、入札

取引による競争原理が働かない場合も生じると考えられる。以上より、石川県 4.5 点、福井
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県 5点、京都府 5点、島根県 5点とし、求められた漁獲量に基づく加重平均は、5点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報はない . 少数の買受人が存在する . 多数の買受人が存在する 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 

 2020年 6月 21日に改正された卸売市場法が施行された。この第 4条第 5項により、業務規

程により定められている遵守事項として、取扱品目その他売買取引の条件を公表することと

され、また、卸売りの数量及び価格その他の売買取引の結果等を定期的に公表することとさ

れた。同時に従来規定されていた「県卸売市場整備計画」に係る法の委任規定が削除された

ことから、これまで各府県が作成していた卸売市場整備計画を廃止する動きもあるが、これ

まで整備計画で定められていた事項は引き続き守られていくと考えられる。各府県が作成し

ている卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の確保等と並んで、取引の公平

性・競争性の確保が記載されている。水揚げ情報、入荷情報、セリ・入札の開始時間、売り

場情報については公の場に掲示されるとともに、買受人の事務所に電話・ファックス等を使

って連絡されるなど、市場情報は買受人に公平に伝達されている。これによりセリ取引、入

札取引において競争の原理が働き、公正な価格形成が行われていると考えられる(石川県 

2006, 福井県 2017, 京都府 2017, 島根県 2017)。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

. 信頼できる価格と量の情報が、次の市

場が開く前に明らかになり利用できる 

. 正確な価格と量の情

報を随時利用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 

 2020 年 4 月 1 日時点でのサワラの実効輸入関税率は基本 5%であるが、WTO 協定を締結し

ているものに対しては3.5%となっており、また経済連携協定を結んでいる国は無税もしくは

3.5%の関税率となっている(日本税関 2020)。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与

えられていない 

. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 

. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 

 ここでは加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価する。 

4.2.2.1 衛生管理 

 石川県では、「第 8次石川県卸売市場整備計画」(石川県 2006)に則り、県内の産地卸売市場



 
 

52

及び小規模市場を、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理している。また、金沢市

では、「金沢市食品衛生自主管理認定制度要綱」を制定し、衛生管理の徹底を図っている(金

沢市 2007)。 

 福井県では、「第 10 次福井県卸売市場整備計画」(福井県 2017)に則り、県内の産地卸売市

場及び小規模市場を、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理している。また、福井

県では、「福井県食品衛生自主管理プログラム認定制度」を制定し、衛生管理の徹底を図っ

てきた(福井県 2020)。 

 京都府では、「京都府卸売市場整備計画」(京都府 2017)に則り、府内の産地卸売市場及び

小規模市場は、府及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。さらに、京都府

では、「きょうと信頼食品登録制度」を制定し、衛生管理の徹底を図ってきた(京都府 2021)。

また、京都市では「京(みやこ)・食の安全衛生管理認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を

図っている(京都市 2015)。 

 島根県では、「島根県卸売市場整備計画(第 10次計画)」(2017年 3月)に則り、県内の産地卸

売市場及び小規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(島根

県 2017)。また島根県では、「安全で美味しい島根の県産品認証制度」(愛称：美味しまね認

証制度)を制定し、衛生管理の徹底を図ってきた(島根県 2009)。 

 各府県とも、5 年に一度改定される卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模市

場は、府県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されてきた。ただし、2020年 6月 21

日に改正された卸売市場法が施行され、従来規定されていた、「県卸売市場整備計画」に係

る法の委任規定が削除されたことから、これまで各府県が作成していた卸売市場整備計画を

廃止する動きもあるが、これまで整備計画で定められていた事項は引き続き守られていくと

考えられる。また、各府県とも、食品の安全性を確保するための自主的管理認定制度を制定

しており、府県・市町村の衛生基準の徹底とあわせて衛生管理が徹底されている。なお、

2018 年 6 月 13 日に食品衛生法等の一部が改正され、すべての食品等事業者を対象に HACCP

に沿った衛生管理に取り組むこととなったため、自主的管理認定制度のいくつかは発展的に

新制度に移行している。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 

. 日本の衛生管理基

準を満たしている 

. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 

 石川県、福井県、京都府、島根県の大型定置網漁業で漁獲されるサワラについて、大型魚

(2 歳以上)、いわゆるサワラは高級魚として取引されるが、小型のサワラ(サゴシ)は安価に取

引される(加藤ほか 2011)。日本海にはこの 2 歳以上のサワラがほとんどおらず(戸嶋ほか 
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2013)、したがって、小型のサワラは加工品等になる割合が高い。ただし、令和元(2019)年度

の本系群の資源評価では、2 歳以上の漁獲もある程度あることから、そのようなサワラは岡

山や関西の中央卸売市場等に上場され鮮魚として流通していると推察される(加藤ほか 2011)。

これらのことから、高級消費用と中級消費用の原料になっていると推察されることから、5

点と 3 点の中間の 4 点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/

餌料 

. 中級消費用(冷

凍、大衆加工品) 

. 高級消費用(活魚、

鮮魚、高級加工品) 

 

4.2.3 就労状況 

4.2.3.1 労働の安全性 

 2018 年の水産食品製造業における労働災害による死傷者数は、石川県 2 人、福井県 8 人、

京都府 1 人、島根県 6 人であった(厚生労働省 2019b)。2018 年の水産関連の食料品製造業従

事者数は、石川県 1,301 人、福井県 791 人、京都府 868 人、島根県 1,461 人であった(経済産

業省 2020)。したがって、1,000 人当たり年間死傷者数は、石川県 1.54 人、福井県 10.11 人、

京都府 1.15 人、島根県 4.11 人となる。評価対象の点数は、石川県 5 点、福井県 1 点、京都府

5 点、島根県 3 点となる。漁獲量で重み付けした平均は 3.14 点となり、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当たり

の死傷者7人を超

える 

7人未満6人以上 6人未満4人以上 4人未満3人以上 1,000人年当たり

の死傷者3人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 

 2018 年漁業センサスによれば、サワラを漁獲する各府県における水産加工会社数を全都道

府県の加工会社数の平均と比較すると(農林水産省 2020c)、石川県 3 点、福井県 2 点、京都府

2 点、島根県 3 点で、各府県の漁獲量による加重平均値は 2 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 

 対象府県のサワラに関わる加工・流通業者において、2020 年 9 月 17 日現在で公表されて

いる労働基準関係法令違反による送検事案はなかった(セルフキャリアデザイン協会 2020)。

他産業では賃金の不払いや違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、サワラに関
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わる加工・流通における労働条件の公平性は比較的高いと考えられ、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公

平である 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 

4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 

 サワラを取り扱う石川県内の冷凍・冷蔵倉庫数は 33 工場あり、冷蔵能力は 31,698 トン(冷

蔵能力を有する 1 工場当たり 991 トン)、1 日当たり凍結能力 586 トン、冷凍能力を有する 1

工場当たり 1 日当たり凍結能力 27.9 トンである(農林水産省 2020c)。福井県内の冷凍・冷蔵

倉庫数は 24 工場あり、冷蔵能力は 24,284 トン(冷蔵能力を有する 1 工場当たり 1,012 トン)、

1日当たり凍結能力 1,113トン、冷凍能力を有する 1工場当たり 1日当たり凍結能力 61.8トン

である(農林水産省 2020c)。京都府内の冷凍・冷蔵倉庫数は 71 工場あり、冷蔵能力は 115,563

トン(冷蔵能力を有する 1 工場当たり 1,628 トン)、1 日当たり凍結能力 1,532 トン、冷凍能力

を有する 1工場当たり 1日当たり凍結能力 41.4トンである(農林水産省 2020c)。島根県内の冷

凍・冷蔵倉庫数は 77 工場あり、冷蔵能力は 50,405 トン(冷蔵能力を有する 1 工場当たり 672

トン)、1 日当たり凍結能力 1,567 トン、冷凍能力を有する 1 工場当たり 1 日当たり凍結能力

25.3 トンである(農林水産省 2020c)。 

 各府県とも好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、商行為を

通じて地域間の調整は取れている。地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ量に対する必要

量を満たしていると考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量

は非常

に制限

される 

氷は利用できるが、

供給量は限られ、し

ばしば再利用される

か、溶けかけた状態

で使用される 

氷は限られた

形と量で利用

でき、 も高

価な漁獲物の

みに供給する 

氷は、いろいろな形で

利用でき、氷が必要な

すべての魚に対して新

鮮な氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 

 石川県における大型定置網漁業では、能都地域プロジェクトが改革型本船及び改革型作業

船の導入、台前船 1 隻と網積み船(無動力) 2 隻を含めた計 5 隻の船団構成による省コスト化

及び迅速な 2 ヶ統操業方式の確立に取り組んでいる(石川県漁業協同組合 2014)。福井県にお

ける大型定置網漁業では、福井県地域プロジェクトが改革型漁船の導入により 5 隻操業体制
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から 3 隻操業体制への移行に取り組んでいる(福井県漁業協同組合連合会 2017)。京都府にお

ける大型定置網漁業では、舞鶴市地域プロジェクトが改革型漁船の導入による 5 隻操業体制

から 3 隻操業体制への移行、活魚水槽及び冷海水製造装置の設置による夏季の活魚出荷、電

解殺菌海水装置の設置による生産現場における衛生管理の向上に取り組んでいる(京都府漁

業協同組合連合会 2011)。島根県における大型定置網漁業では、漁業協同組合 JF しまねが小

型定置網 2 ヶ統から大型定置網 1 ヶ統への再編、さらには第三セクター方式の会社運営への

転換に取り組み、乗組員給与の定額制による所得安定化を実現している(小島 2007)。また、

同県では島根県松江水産事務所と漁業協同組合 JFしまねが、殺菌冷海水によって漁獲物の鮮

度が適切に保持されているかを定期的に検査し、適切な方法で取り扱われている漁獲物を

「しまね定置もん」として認証している(島根県 2020a)。以上より、4 府県ともに 5 点を配点

し、総合点も 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が部分的

にしか行われていない 

. 普及指導活動が行われ、

新の技術が採用されている 

 

4.3.1.3 物流システム 

 Google Map により各府県でサワラを主に水揚げしている漁港から地方、中央卸売市場、貿

易港、空港等の地点までかかる時間を検索すると、幹線道路を使えば複数の主要漁港から中

央卸売市場への所要時間は 2 時間半前後であり、ほとんどの漁港から地方卸売市場までは 1

時間前後で到着できる。また空港、貿易港までも遅くとも 2 時間以内に到着可能であり、経

営戦略として自ら貿易の選択肢を選ぶことも可能である。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハ

ブへのアク

セスがない 

. 貿易港、空港のいずれかが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

. 貿易港、空港のいずれもが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

 

4.3.2 生活環境 

4.3.2.1 地域の住みやすさ 

 地域の住みやすさの指標となる、「住みよさランキング」(東洋経済新報社 2020)による住

みよさ偏差値の各府県沿海市の平均値を用いて評価した。住みよさ偏差値の値は、石川県

52.11､福井県 52.76､京都府 50.25､島根県 49.74であり、漁獲量による加重平均は 4点となる。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以

下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－

49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－

51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－

53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以

上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 

 本系群を漁獲する漁業の所得水準として、2015 年漁業経営調査の労賃を 1 ヶ月当たりの給

与に換算すると 307,670 円となる。これに対して、企業規模 10～99 人の男性平均月給は石川

県 356,833 円、福井県 358,125 円、京都府 373,250 円、島根県 310,017 円となっており(厚生労

働省 2019a)、漁業者の所得水準と企業規模 10～99人の男性平均月給を比較すると石川県 2点､

福井県 2 点､京都府 2 点､島根県 3 点となる。また国税庁の 2015 年度「民間給与実態統計調査

結果」第 7 表企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額(役員)によると、全国の資

本金 2,000 万円未満の企業役員の平均月給与額は 504,167 円となっており(国税庁 2019)、大型

定置網の経営体当たり純利益は 12,514,000 円であり 5 点となった。大型定置網として平均す

ると各府県とも 4 点となり、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平

均の半分未満 

所得が地域平

均の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均を

50%以上超える 

 

4.3.3 地域文化の継承 

4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 

 代表的定置網である建網が使用されるようになったのはかなり古く、大規模なものが少な

くなかった。山口和雄はこの発達に 4 系統があったと指摘しており、そのひとつに越中・能

登を中心とする｢北陸系台網」がある。越中阿尾村においては 1621 年にこの網が存在し、能

登鹿島郡庵村の網場の中には 1582 年に前田利家の印を受けていたものがあったらしい。そ

の後この網は 17 世紀後半にかけて発達し、富山湾から能登半島の東岸一帯に広まった。日

高式大敷網は 1905 年には京都府丹後沿岸や若狭湾、1909 年には島根県に伝わり、明治末期

までには従来の定置網を圧して、 も高能率なブリ定置網としての地位を確立した。1910 年

には日高式大謀網が考案され、京都府や石川県では 1912 年に大謀網を敷設している。1912

年には上野式大敷網が考案され、まず地元の富山県で発達し、次第に京都府、福井県、三重

県、神奈川県等の諸府県に伝わった(二野瓶 1999)。丹後のブリ大敷網導入に直接的に係わっ

た人物は、府立水産講習所・初代所長の牛窪其三男、現地視察を行った府立水産講習所・卒

業生の古板喜蔵、釣り漁業の達人・加藤藤吉である。1903 年に土佐上ノ加江、宮崎県日高家

を視察し、上ノ加江の組合長を伊根に迎え、1905 年に丹後で 初の大敷網が敷設された。翌
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年には 5漁場に増え、福井県側の若狭湾にも瞬く間に広がり、40ヶ統に及んだ(井之本 2005a)。

1914 年に富山県氷見漁場の上野式鰤大敷網が丹後の漁場にも導入されることにより、次第に

日高式に取って代わることとなったが、使用期間は 2～3 年であった。大正時代(1912~1926)

に主流をなした網型は越中式大敷網であった。越中式鰤落し網が伊根では 1923 年に北陸、

富山県の氷見地方から導入された。伊根では昭和 30 年代(1955~1964)に本網の一部に簡単な

落としを取り付け、いわゆる金庫網として操業していたが、本格的な二重落とし網として敷

設したのは 1972 年である。伊根では 1990 年に二段登り網を敷設した。現在は使われていな

いが、1989 年には空気の浮力を利用した自動定置網が伊根に敷設された(井之本 2005b)。こ

れらの経緯は、伝統的な漁具漁法を継承しつつ発展してきた地域の漁業を示しており、5 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法

に地域の特

徴はない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝統的

な漁具・漁法は既に消滅したが、

復活保存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な漁具・漁法により

漁業がおこなわれている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 

 本系群は、かつては東シナ海が漁場の中心であったが、1999 年以降日本海でも漁獲量が増

加し、2001 年以降は本系群の漁獲量の半分以上を占めている(田邉ほか 2020)。このため、日

本海沿岸では 2000 年ごろまではなじみが薄い魚であったが、多く漁獲されるようになり、

各地域で有効利用されるようになった。 

 京都府では京料理に欠かせない伝統食材のひとつである白味噌を用いた西京焼き、西京漬

けが受け入れられている。 近は、地元漁協が中心となって京都産サワラのブランド化(京

鰆・特選京鰆)を推進し、刺身や炙りといった生食での新たな楽しみ方を提案、PR している

(産経新聞 2019)。また、府内漁業者や加工業者によって小型のサワラ(サゴシ、ヤナギ)を有

効利用した全国初の｢サワラだし｣が共同開発され、国内販売のみならず海外にも輸出されて

いる(京都府 2020, クックパッド 2018)。 

 2013年以降サワラの漁獲量が日本一となった福井県では、JF福井県漁連が運営する敦賀水

産加工場で炙りや西京味噌漬け等に加工し、サワラの魅力発信や消費拡大に努めている(全

国漁業協同組合連合会 2020a)。 

 島根県では、昔から甘辛いすき焼きの地で煮る食べ方(煮食い、へか焼き、いり焼き)(藤原 

2020)や、サワラを使った炊き込みご飯が親しまれてきた(野村 2016)。近年は JF しまねや松

江市と連携し、消費地ニーズにマッチした商品づくり(漁獲直後の活け〆や冷海水漬け、規

格統一等)、流通の合理化(直接出荷による経費削減・流通時間の短縮)に取り組んでいる。高

鮮度処理(船上活け〆等)をした美保関産活〆さわらは、サワラの一大消費地である岡山市場
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で高い評価を得ている(島根県 2020b, JF しまね 2020)。 

 鳥取県でも、以前から特別なご馳走として扱われていた(林原 1991)。近年では秋冬の味覚

のひとつとして、身の持ちのよいひき縄釣りで神経〆されたサワラや定置網で漁獲された高

鮮度のサワラが珍重されている(全国漁業協同組合連合会 2020b)。 

 日本海沿岸では2000年ごろまでなじみが薄かったサワラの新需要開発のため、水産研究・

教育機構、並びに青森県から長崎県に至る 16 府県の試験・研究機関で、各地域の加工技術

をベースにサワラの加工技術を開発する共同研究も取り組まれた(日本海区水産研究所 2012)。 

 東シナ海に面する福岡県では、昔から寒サワラと呼ばれて冬から春にかけて照り焼き等で

賞味し、味噌漬け、みりん干しに加工されてきたが、正月、その他の行事、祝い事に欠かせ

ない特別な魚でもあった(佐々木 1987)。現在でも、志賀島雑煮や鰆ご飯等が郷土料理として

伝承されている(ブックマン社 2020a, b)。近年は漁獲量が増えて利用度が高まっているが(福

岡市漁業協同組合 2020)、一本釣りした大型のサワラを活け〆にし、海水氷で 6 時間以上冷

却して特選本鰆としてブランド化するなど、県内外への普及に努めている(糸島市 2020, 福岡

県水産海洋技術センター 2020)。 

 以上のように、サワラは九州山陰地方では長らく人々の食生活や文化になじんできたが、

新たに漁獲量が増えた日本海沿岸地域でも伝統的な加工技術を活かしつつ、 新の鮮度保持

技術を用いてブランド化を図る等して、急速に利用が促進されている。以上により 5 点を配

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術で地域

に特徴的な、または伝

統的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通技術は

既に消滅したが、復活保存

の努力がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 

サワラの栄養成分は、表のとおりである(文部科学省 2016)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 機能性成分 

5.1.2.1 EPA と DHA 

 サワラの脂質には、高度不飽和脂肪酸であるEPAが 480mg/100g、DHAが 1,190mg/100g含ま

れている。EPA は血栓予防、抗炎症作用、高血圧予防、DHA は脳の発達促進、認知症予防、

視力低下予防、動脈硬化の予防改善、抗がん作用等の効果がある(水産庁 2014, 大日本水産
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会 1999)。 

 

5.1.2.2 ビタミン 

 ビタミン A、B2 とナイアシンが多く含まれている。ビタミン A は視覚障害の予防に効果が

ある。ビタミン B2 は細胞内の物質代謝に関与し、ナイアシンは体内の酸化還元酵素の補酵

素として働く (大日本水産会 1999)。 

 

5.1.2.3 ミネラル 

 カリウムが多く含まれている。カリウムは血圧を下げる効果がある。また、心臓機能や筋

肉機能をコントロールする作用がある(大日本水産会 1999)。 

 

5.1.2.4 タンパク質 

タンパク質は筋肉等の組織や酵素等の構成成分として重要な栄養成分のひとつである。サ

ワラは魚介類のなかでもタンパク質含量の多い魚である(大日本水産会 1999)。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 

5.1.3.1 旬 

 サワラの旬は秋から冬である。福井県、石川県では秋、京都府では秋から冬、島根県では

冬が、脂がのって美味しい時期とされている(全国漁業協同組合連合会 2020, 島根県 2020)。 

 

5.1.3.2 目利きアドバイス 

 鮮度がよいものは以下の特徴があり、目利きのポイントとなる。 

①体表の光沢がよく、模様が鮮やかである。②目が澄んでいる。③鰓が鮮やかな赤色である。

④臭いがしない。⑤腹部がかたくしっかりしていて、肛門から内容物が出ていない(須山･鴻

巣 1987)。また、サワラの身は、鮮度がよいときは透明感があるがすぐに白濁する(藤原 

2010)。 
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5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 

5.2.1.1 生食におけるアニサキス感染 

 サワラにはアニサキス幼虫が寄生していることがある。アニサキス幼虫は摂餌等の際に口

から入り、消化管から腹腔内へ移動して内臓表面に寄生するが、魚の死後、筋肉へ移動して

筋肉内に寄生する。刺身等の生食の際にアニサキス幼虫が取り込まれると、まれに消化管に

食い込むことで、急性または慢性の腹痛、嘔吐、下痢等が引き起こることがある(アニサキ

ス症という)。 

 予防には、①新鮮な魚を用いる、②内臓を速やかに取り除く、③目視で確認し、アニサキ

ス幼虫を取り除く、④生の内臓を提供しない、⑤加熱(70℃以上で死滅)及び冷凍(-20℃で 24

時間冷凍することで感染性を失う)ことが有効である(厚生労働省 2019)。 

 

5.2.1.2 ヒスタミン中毒 

筋肉中のヒスチジン含量が高いサワラは、ヒスタミン中毒を起こしやすい。ヒスタミン中

毒はアレルギー様食中毒ともいわれ、食後、顔面が紅潮し、頭痛、じんましん、発熱等の症

状を呈する食中毒である。ヒスタミンは、細菌の脱炭酸酵素によりヒスチジンから生成され

る。この中毒の原因物質はヒスタミンであるが、防止対策の面からは細菌による食中毒であ

ることを正しく理解すべきである。防止策としては、低温管理の徹底が有効である。生では

鮮度が低下した魚は用いない。冷凍物では、解凍は冷蔵庫内で行い、常温解凍は行わない。

凍結・解凍を繰り返さない。また、いったん生成したヒスタミンは加熱調理では分解されな

いので注意が必要である(藤井 2010, 東京都福祉保健局 2019)。 

 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 

 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ 確数が 100/g 以下と成

分規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 

 特に本種を対象にした検査はない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 

市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ 確数において、基準値を超えると

食品衛生法第 6 条違反(昭和 55 年 7 月 1 日，環乳第 29 号)となる。 
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5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 

5.2.5.1 アニサキス感染防止 

 新鮮なものを選び、内臓を速やかに除去する。内臓の生食はしない。目視で確認し、アニ

サキス幼虫を除去する(厚生労働省 2019)。 

 

5.2.5.2 ヒスタミン中毒防止 

 低温管理を徹底する。冷凍物では、解凍は冷蔵庫内で行い、常温解凍は行わない。解凍後

は速やかに消費する。凍結・解凍を繰り返さない。食べたときに舌に刺激を感じる場合は、

ヒスタミンの可能性があるため、食べずに廃棄する(藤井 2010, 東京都福祉保健局 2019)。 
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６．評価点積算表
系群・地域 サワラ東シナ海系群・日本海西部 参考値
漁業 大型定置網 4.0
年

大項目 中項目
中項目_
評価点

中項目_
重み

大項目_
重み

大項目_
評価点

評価軸_
総合点

生物学的情報の把握 3.3 1.0
モニタリングの実施体制 2.8 1.0

資源評価の方法と評価の客観性 4.0 1.0
種苗放流効果*

対象種の資源水準と
資源動向

対象種の資源水準と資源動向 5.0 1.0 1.0 5.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産に
及ぼす影響

4.0 1.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 4.0 1.0
資源評価結果の漁業管理への反映 2.2 1.0

大項目 中項目
中項目_
評価点

中項目_
重み

大項目_
重み

大項目_
評価点

評価軸_
総合点

基盤情報の蓄積 4.0 1.0
科学調査の実施 4.0 1.0

漁業活動を通じたモニタリング 3.0 1.0
混獲利用種 4.0 1.0

混獲非利用種 4.0 1.0
希少種 4.0 1.0

食物網を通じた間接作用 3.7 1.0
生態系全体 2.0 1.0

種苗放流が生態系に与える影響*
海底環境（着底漁具を用いる漁業） 5.0 1.0

水質環境 4.0 1.0
大気環境 5.0 1.0

大項目 中項目
中項目_
評価点

中項目_
重み

大項目_
重み

大項目_
評価点

評価軸_
総合点

インプット・コントロール又はアウトプット・コント
ロール

5.0 1.0

テクニカル・コントロール 4.0 1.0
種苗放流効果を高める措置*

生態系の保全施策 5.0 1.0
管理の執行 4.0 1.0
順応的管理 4.0 1.0
集団行動 5.0 1.0

関係者の関与 4.0 1.0

大項目 中項目
中項目_
評価点

中項目_
重み

大項目_
重み

大項目_
評価点

評価軸_
総合点

漁業関係資産 2.7 1.0
経営の安定性 3.7 1.0

就労状況 4.3 1.0
市場の価格形成 4.3 1.0
付加価値の創出 4.5 1.0

就労状況 2.7 1.0
水産インフラストラクチャ 5.0 1.0

生活環境 4.0 1.0
地域文化の継承 5.0 1.0

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

地域の状況 1.0 4.7

1.0 4.5

地域の持続性

漁業生産の状況 1.0 3.6

4.0加工・流通の状況 1.0 3.8

漁業の管理

管理施策の内容 1.0 4.7

4.4

執行の体制 1.0 4.0

共同管理の取り組み

生態系・環境への配慮

操業域の環境・生態
系情報、科学調査、

モニタリング
1.0 3.7

3.9

同時漁獲種 1.0 4.0

生態系・環境 1.0 3.9

資源の状態

対象種の資源生物
研究・モニタリング・

評価手法
1.0 3.4

3.9

対象種に対する漁業
の影響評価

1.0 3.4



資源の状態

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別
重み*

スコア
小項目_重

み
中項目_評

価点

分布と回遊 3 1.0
年齢・成長・寿命 3 1.0

成熟と産卵 4 1.0
種苗放流に必要な基礎情報

*

科学的調査 1 1.0
漁獲量の把握 4 1.0
漁獲実態調査 4 1.0

水揚物の生物調査 2 1.0
種苗放流実績の把握*

天然種苗と人工種苗の識別状況*
資源評価の方法 3 1.0

資源評価の客観性 5 1.0
漁業生産面での効果把握*
資源造成面での効果把握*
天然資源に対する影響*

対象種の資源水
準と資源動向

対象種の資源水準と資源動向 5 1.0 5.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産
に及ぼす影響

4 1.0 4.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 4 1.0 4.0
漁業管理方策の有無 2 1.0
予防的措置の有無 2 1.0

環境変化が及ぼす影響の考慮 3 1.0
漁業管理方策の策定 1 1.0

漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU漁
業などの考慮

3 1.0

生態系・環境への配慮

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別
重み*

スコア
小項目_重

み
中項目_評

価点

基盤情報の蓄積 4 1.0 4.0
科学調査の実施 4 1.0 4.0

漁業活動を通じたモニタリング 3 1.0 3.0
混獲利用種 4 1.0 4.0

混獲非利用種 4 1.0 4.0
希少種 4 1.0 4.0
捕食者 5 1.0
餌生物 3 1.0
競争者 3 1.0

生態系全体 2 1.0 2.0
種苗の遺伝的健全性確保のための必要親

魚量確保*
遺伝子撹乱回避措置*

野生種への疾病蔓延回避措置*
海底環境（着底漁具を用いる漁業） 5 1.0 5.0

水質環境 4 1.0 4.0
大気環境 5 1.0 5.0大気環境

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

対象種の資源生
物研究・モニタリン

グ

操業域の環境・生
態系情報、科学
調査、モニタリン

グ

2.2

中項目

基盤情報の蓄積
科学調査の実施

資源評価の方法と評価の客観性 4.0

種苗放流効果*

混獲利用種
漁業活動を通じたモニタリング

3.3

モニタリングの実施体制 2.8

混獲非利用種

対象種の資源水準と資源動向

現状の漁獲圧が対象種資源の持
続的生産に及ぼす影響

現状漁獲圧での資源枯渇リスク

資源評価結果の漁業管理への反
映

海底環境（着底漁具を用いる漁
業）

同時漁獲種
希少種

中項目

生物学的情報の把握

対象種に対する
漁業の影響評価

生態系全体

水質環境

生態系・環境

食物網を通じた間接作用 3.7

種苗放流が生態系に与える影響*



漁業の管理

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別
重み*

スコア
小項目_重

み
中項目_評

価点

インプット・コントロール又はアウトプット・コ
ントロール

5 1.0 5.0

テクニカル・コントロール 4 1.0 4.0
種苗放流効果を高める措置*

環境や生態系への漁具による影響を制御
するための規制

5 1.0

生態系の保全修復活動 5 1.0
管轄範囲 2 1.0
監視体制 5 1.0
罰則・制裁 5 1.0
順応的管理 4 1.0 4.0

資源利用者の特定 5 1.0
漁業者組織への所属割合 5 1.0

漁業者組織の管理に対する影響力 5 1.0
漁業者組織の経営や販売に関する活動 5 1.0

自主的管理への漁業関係者の主体的参画 4 1.0
公的管理への漁業関係者の主体的参画 5 1.0

幅広い利害関係者の参画 5 1.0
管理施策の意思決定 2 1.0

種苗放流事業の費用負担への理解*

地域の持続性

指標 小項目 漁業 スコア
漁業別
重み*

スコア
小項目_重

み
中項目_評

価点

漁業収入のトレンド 4 1.0
収益率のトレンド 3 1.0

漁業関係資産のトレンド 1 1.0
収入の安定性 3 1.0

漁獲量の安定性 3 1.0
漁業者団体の財政状況 5 1.0

操業の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

買受人の数 5 1.0
市場情報の入手可能性 5 1.0

貿易の機会 3 1.0
衛生管理 5 1.0
利用形態 4 1.0

労働の安全性 3 1.0
地域雇用への貢献 2 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 5 1.0
先進技術導入と普及指導活動 5 1.0

物流システム 5 1.0
地域の住みやすさ 4 1.0

水産業関係者の所得水準 4 1.0
漁具漁法における地域文化の継続性 5 1.0

加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0

加工・流通の状況

市場の価格形成 4.3

付加価値の創出 4.5

就労状況 2.7

地域の状況

水産インフラストラクチャ 5.0

地域文化の継承 5.0

生活環境 4.0

テクニカル・コントロール

インプット・コントロール又はアウト
プット・コントロール

種苗放流効果を高める措置*

中項目

5.0

4.0管理の執行

3.7経営の安定性

共同管理の取り組
み

5.0

関係者の関与 4.0

中項目

管理施策の内容

生態系の保全施策

漁業生産の状況

執行の体制

 集団行動

順応的管理

漁業関係資産

4.3就労状況

2.7


